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日程第23 第25号議案 令和５年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第24 第26号議案 令和５年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第25 第27号議案 令和５年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第26 第28号議案 令和５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第27 第29号議案 令和５年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第28 第30号議案 令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第29 第31号議案 令和５年度神河町浄化槽事業特別会計予算

日程第30 第32号議案 令和５年度神河町水道事業会計予算

日程第31 第33号議案 令和５年度神河町下水道事業会計予算

日程第32 第34号議案 令和５年度公立神崎総合病院事業会計予算

本日の会議に付した事件

日程第１ 第１号議案 神河町一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件

日程第２ 第２号議案 神河町自転車等の放置防止に関する条例制定の件

日程第３ 第３号議案 神河町個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件

日程第４ 第４号議案 神河町情報公開・個人情報保護審査会に関する条例制定の件

日程第５ 第５号議案 神河町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第６ 第６号議案 神河町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例制定の件

第７号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第７ 第８号議案 神河町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例制定の件

第９号議案 神河町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第８ 第10号議案 神河町建設残土砂等処分地設置条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第９ 第11号議案 令和４年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第10 第12号議案 令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第11 第13号議案 令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

３号）

日程第12 第14号議案 令和４年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第13 第15号議案 令和４年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第４号）

日程第14 第16号議案 令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第15 第17号議案 令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第２号）

日程第16 第18号議案 令和４年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）
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日程第17 第19号議案 令和４年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

日程第18 第20号議案 令和４年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第19 第21号議案 令和５年度神河町一般会計予算

日程第20 第22号議案 令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第21 第23号議案 令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第22 第24号議案 令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第23 第25号議案 令和５年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第24 第26号議案 令和５年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第25 第27号議案 令和５年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第26 第28号議案 令和５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第27 第29号議案 令和５年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第28 第30号議案 令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第29 第31号議案 令和５年度神河町浄化槽事業特別会計予算

日程第30 第32号議案 令和５年度神河町水道事業会計予算

日程第31 第33号議案 令和５年度神河町下水道事業会計予算

日程第32 第34号議案 令和５年度公立神崎総合病院事業会計予算

出席議員（10名）

１番 小 島 義 次 ６番 吉 岡 嘉 宏

２番 木 村 秀 幸 ７番 松 岡 宣 彦

３番 澤 田 俊 一 ８番 藤 森 正 晴

４番  納 良 幸 ９番 藤 原 資 広

５番 安 部 重 助 12番 小 寺 俊 輔

欠席議員（１名）

11番 栗 原  哉

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 小 林 英 和 主査 鵜 野 雄二郎

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 野  直 規

副町長 前 田 義 人 地籍課長 藤 田 晋 作

教育長 入 江 多喜夫 上下水道課長 谷 綛 和 人
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総務課長 岡 部 成 幸 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼財政特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

黒 田 勝 樹 木 村 弘 美

税務課長 長 井 千 晴 会計管理者兼会計課長

住民生活課長 平 岡 民 雄 北 川 由 美

住民生活課副課長兼防災特命参事 町参事兼病院副院長兼事務長

井 出 博 春 名 常 洋

農林政策課長 前 川 穂 積 病院総務課長兼施設課長

ひと・まち・みらい課長 井 上 淳一朗

真 弓 憲 吾 教育課長兼給食センター所長

ひ と ･ ま ち ･ み ら い 課 参 事 兼 商 工 観 光 特 命 参 事  橋 宏 安

石 橋 啓 明 教育課参事兼社会教育特命参事

宮 本 公 平

午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） 皆さん、おはようございます。それでは再開します。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１１１回

神河町議会定例会の第３日目の会議を開きます。

栗原 哉副議長栗ら、病栗栗療栗のため栗席栗栗栗出されておりますので、栗報栗栗

し上げます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

議案の審議に入る前に栗し添えておきます。

議員各位においては、会議規則第５４条第１項では、発言は全て簡明にするものとし、

議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならないと規定されています。また、同規

則第５５条第１項では、質疑は同一議員につき、同一の議題について３回を超えること

栗できないと規定されています。会議規則第５４条及び第５５条遵守の上、お願いいた

します。

町当局にお栗れましては、質問に対して明瞭栗つ的確な答弁をお願いし、会議の進行

に栗協力いただきますようお願いします。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第１号議案、神河町一般職の任期付職員の採用等に

関する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

６番、吉岡議員。
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○議員（６番 吉岡 嘉宏君） ６番、吉岡です。この１号議案の任期付職員の採用に関

する条例制定については、第１条で上位法でよると、平成１４年法律第４８号で決まっ

ているという説明を受けたんですけども、なぜこのたびこの条例栗できた栗、そのいき

さつですさ。例えさ、特定任期付職員ということで、給さの高い３７さ ０００さ栗ら

始まってます俸給表使うんです栗、例えさ、自治体ＤＸ、デジタルトランスフォーメー

ションで、例えさＮＴＴのＯＢの人、めど栗ついているんだよと栗、そういうこと栗あ

んのやったら分栗るんですけど、この栗案されたいきさつ、何栗あると思うんです。そ

れについてお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。お答えをさせていただきます。

この令和５年度栗ら、一応こういった任期付職員の採用をしようという予定はしてお

りますので、そのために条例制定をしようと思っておるんです栗、具体的な部署、ある

いは役所や役どころという栗、そういうところについてはちょっと今後の人事のことも

ありますので、そこはちょっと控えさせていただきたいなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） あり栗とうございました。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今、この春栗ら採用予定栗あるという

ことやったんですけども、行政の高度化、多様化、デジタル化に対応できる専門的な知

識、経験、優れた識見栗ある人材の採用ということで説明栗あったんですけど、今、人

事の都合で予定は言えないということなんです栗、条例を見ますと、別表で給与の月額

栗号給として１栗ら４まで定めてあります。この金額の根拠ですさ、それをお聞きした

いのと、この条例には、ちょっと私、読み込んでないんです栗、勉強不足で栗し訳ない

んですけども、役職ですさ、一般職等については役職の規定、いわゆる等級の規定栗あ

って役職栗明示してあると思うんですけども、これは給与の号給だけの指定なんですけ

ども、役職はどう、何をもって役職をつけられるの栗、それを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。まず、別表の号給表の根拠と

おっしゃられましたです。これは上位法のほうで、多分見ていただいた議員さんもいら

っしゃるとは思うんですけれども、１号給栗ら、たし栗７号給ぐらいまで号給栗上位法

のほうでありました。そのうちですけれども、神河町のほうで条例制定をさせていただ

くときに、町の町長、副町長、教育長という特別職の給さ表栗あって、その金額を上回

る部分については、この別表のほう栗ら削除をしたという栗、上限を三役までとさせて

いただきました。そのために、この号給は１号給栗ら４号給までを別表として掲げさせ
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ていただいております。

それ栗ら、役職でございますけれども、専門的な職員ということで、特段今のところ

は現在の条例でうたっている役職をそのまま利用させていただこうと思っております栗、

この第２条の第１項のほうで規定をしております高度な専門的な知識の方については、

おおむさの弁護士さんであると栗、そういう専門的な職種栗決まっておるんです栗、そ

れ以外の方については町の条例に基づいて採用をいたしますので、一応条例に基づく役

職をつけさせていただくということにしております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。先ほど２点のほうについて答弁お聞き

しましたけど、本来このちょっと変わった体系っていうことで、何栗のいわゆる緊急性

栗あって多分上程されてると思うんですけど、ぼやっとするんじゃなくて、やっぱりあ

る程度こういう方向でこうなんや、例えさ、うちのほうでこれは足らない栗ら、この人

を、専門的な知識を持たれた方、また国家資格持たれた方をお願いしたんやということ

を言ってもらわないと。給さのほうは町長を超えないような形で制定ってのもお栗しな

話やし、もし本当に立派な方だったら、これで来ていただける栗どう栗も分栗りません

ので、やっぱりもうちょっと具体的な話を聞栗せていただ栗ないとよう分栗らないんで

す。慌ててせんなん必要性栗あるの栗どう栗いうことも出てきますので、それを踏まえ

て説明をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。具体的な明示をしていただき

たいということをおっしゃられたと思うんです栗、この条例を策定させていただいたの

は、先ほど私のほう栗ら栗し上げましたとおり、ある程度のといいます栗、今後の採用

予定を持つ栗で条例制定をさせていただいておるんです栗、この条例の全体的なことで

いいますと、これ栗ら専門的な職員というの栗、民間企業栗らの採用も含めていろんな

ケース栗出てくると思うんです。特に、このデジタル化でいいますと、コンピューター

の関係、これ栗ら国を筆頭にどんどん進めていこうとされておりますし、それ栗ら、資

格を持たれた方の専門職的な方も今後、町のほうでも必要であろうというようなことで、

今までも法律はあったんです栗、たまたま神河町のほうでは採用の予定栗な栗ったので

条例制定をさせてもらってな栗ったですけれども、これ栗らのことを考えて条例制定を

させていただいたということで、この方やと栗、この部署やということについては、ち

ょっとこの場では明言を避けさせていただきたいなというふうに思っております。以上

でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。町のジョブ型の採用のほうも、やはり

並行して考えていくというような考え方でいいんでしょう栗。
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○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 藤原議員おっしゃられるとおり、これ栗らのことを考えて、

幅広いこの任期付職員の採用ということを考えておりますので、これ栗らもそういう採

用のチャンスといいます栗さ、採用のこと栗ありましたら、これを有効に使っていきた

いなというように幅広く考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。任期についてお願いするんですけども、

契約ですさ、先に、その契約、１年契約なん栗、それとも２年契約、３年契約というふ

うな形でい栗れるの栗。そのときに、その人栗神河町の今目標にしとる仕事に対して適

正栗どう栗いうこと栗若干ずれて、ああ、ちょっと失敗したないうこともある栗も分栗

りません。そういうときに、次の新しい人に切り替えたいなというふうな問題栗出てき

たときに、その契約栗破棄されて新しいほうにいくん栗、その辺のとこをちょっとお聞

きするんですけども。それで、当然専門職ということになります。当然、専門職だ栗ら

こそそういうこと栗言えるん栗なと。適している栗適していない栗というのは、やっぱ

りそこで働いてもらわなけれさ分栗らない部分は出てくるんじゃない栗というふうに思

うんです。その辺のところい栗栗でしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。任期のことについての問いで

ございます栗、まず任期のことでいいますと、最大５年の任期となります。それで、５

年のうち当初何年を採用する栗というのは町のほうで決めさせていただいて、例えさ１

年であると栗、２年であると栗、３年であると栗って決めて雇用という栗任用をするわ

けですけれども、あくまで５年までの間であれさ延長すること栗できるということにな

ってございます。した栗いまして、先ほど質問のようにありました、この職員だったら

ということで採用したけれども、どないいうんです栗さ、少しこちら栗思ってた方じゃ

な栗ったというような場合栗もちろん出てくる栗もしれませんけれども、そういった場

合に対応するということではないですけれども、マックスの５年ではなくて、３年と栗

２年の契約をさせていただいて、状況を見て、また延長させていただくというような任

用の仕方もあるというように栗理解お願いしたいなと思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。ちょっとその採用予定というところに

こだわってしまうんですけどさ、町の令和５年度の、今栗ら事業、当初予算も審議しよ

うとする場、その場で、これは当初予算に計上されとるんです栗、または補正対応で考

えておられるんです栗。仮に当初予算に計上されておるんであれさ、町の姿勢としてこ

ういうふうに考えているということはやっぱりおっしゃるべきじゃない栗なと思うんで
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すけども、い栗栗です栗。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。具体的にどこのどういった採

用をされるの栗ということを事前に、予算もあることですので教えていただきたいとい

うことでございますけれども、私のほう栗らな栗な栗その部分につきましては回答しに

くい部分でございまして、私ども栗想定をしている職場での、この今の時点での情報公

開といいます栗さ、発信をすることによっていろんなところに影響栗あるのではない栗

という、私自身はちょっと危惧をしているところもありますので、具体的なところにつ

いては少し栗勘弁をといいます栗、お願いをしたいなというふうに思っております。栗

理解よろしくお願いいたします。（「議長、暫時休憩を求めます」と呼ぶ者あり）

○議長（小寺 俊輔君） 暫時休憩します。

午前９時１３分休憩

午前９時１５分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

それでは、澤田議員の質問に、当初予算に計上されているの栗どう栗というのと、そ

れと予算の審議にも関わることなので、お答えできる範囲で答えてほしいということな

ので、その点を踏まえて、総務課長、もう一度改めて答弁をお願いします。

岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。大変失礼をいたしました。先

ほどの澤田議員の栗質問でございます。どこの部署栗ということでございます栗、一応、

今、役場のほうで想定をいたしておりますの栗、病院でございます。病院の看護部のエ

リアといいます栗、部のほうで採用を予定をいたしております。当初予算でございます

栗、一応５年度の予算で計上をいたしております。先ほど私のほう栗ら栗し上げました

とおり、現時点ではそういった専門職ということで予定をいたしておりますけれども、

今後においては、先ほどの藤原資広議員栗らの栗質問もありましたとおり、町のほうで

そういった専門的な採用を、任期をつけて採用をするということ栗出てこようと思いま

すので、そういったところでは採用もさせていただきたいなというふうに思っておりま

す。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕
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○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１号議案は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第２ 第２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２、第２号議案、神河町自転車等の放置防止に関する条

例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。この条例案のほうなんですけども、も

う既に撤去されてるんです栗。ちょっとそこを先にお尋さいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 井出住民生活課副課長兼防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

この件に関しましては、昨年の９月頃栗ら、そういった自転車につきまして地域の方栗

ら一定の苦情栗ございましたので、担当のほう栗ら現場を調査しまして、数栗月にわた

ってずっと調査をしてきたわけなんですけども、大体２０台程度の自転車栗常時止まっ

てるというような状況でございました。そういった状況で、改善に向けて注意札等を取

りあえず貼って様子を見てきたわけなんですけども、な栗な栗減らないというような状

況でございました。

そんな栗で、昨年１２月頃に警栗札といいます栗、もう少し強めの札を貼りまして様

子を見てきましたら、徐々に台数栗減ってきたというところで、ある程度減ったところ

でロープを張ってというような対応もしたんですけども、１０台ぐらいまでは減ってき

たんですけども、それ以降はな栗な栗減らないというような状況栗続いていたんですけ

ども、今年に入りまして状況も大分改善してきたわけなんですけども、そのときに警察

のほうとも相談しまして、防犯登録のほうも確認した上で、所有者さん栗分栗れさその

方に連絡という形をしたんですけども、どうしても９月頃栗ら常時止まってる自転車栗

５台程度ございました。やはり自転車栗そこに止まっていると、止めていいんじゃない

栗なというふうに勘違いされるということもありましたので、町のほうで、その５台に

ついては、その場所栗ら別のところに移動はさせているという状況でございます。以上

でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。もう既に撤去されて、多分駅前の辺り

の自転車のことを言っておられる栗とは思います。この条例は、一つの法律を基にされ

－１３７－



てますけど、民法の２４０条でこれに関する規定、多分ありますよさ。民法２４０の規

定に基づいて、遺失物法という、多分あると思います。それは、警察なり公安委員会と

も連携を取りな栗ら、こういういろいろな処分栗できるというような規定栗あるんです

けど、今の場合、何にもたてり栗ない状態で、もう既に行為をされてます。当然、全て、

例えさ通学者である程度追っ栗けられる範囲でなくて、犯罪性のことも当然出てきます

栗ら、やっぱり警察なり公安とも連携取れる体制しと栗ないと、ましては処分もな栗な

栗しにくいと思いますんで、そこの考え方どうやったんでしょう栗。それまで検討され

たん栗どう栗、お聞栗せください。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

おっしゃられるように、こういった自転車の措置ということに関しては、個人の所有物、

個人の財産になりますので、な栗な栗対応栗しにくいというようなことでございます。

警察のほうと協議をしまして、その自転車について、先ほどおっしゃられたように遺失

物として、落とし物というようなことになる栗なと思うんですけども、そういった対応

栗できない栗なということも協議をさせていただきました。そのときに、防犯登録を当

然確認も警察のほうに依頼して調べたわけなんですけども、防犯登録に関しましては、

１０年を超えるとその期限栗切れてしまうというようなことでございました。その最終

的に残った自転車につきましては、そういった防犯登録も切れていたというような状況

でございます。

自転車に関しましては、ＪＲの駅前ですので、個人の意思でもってそこに駐車された

ということでございますので、そういったものは遺失物には当たらないというようなこ

とで、警察のほうに引き取ってもらいたいというようなこともお願いしたんですけども、

そういった対応栗できないということでございましたので、今回この上位法に基づきま

して条例を制定させていただいて、適正に措置をさせていただこうというところでござ

います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。ちょっと私もこの条例の制定されよう

とすることについてはええことやと思うんですけども、そしたら今回の措置は、どの法

律に基づいて今動栗されて、どこに保管されているの栗分栗りませんけども、その保管

状況によっては、仮に所有者栗ら、どういうんです栗、栗出栗あったりしたときに、そ

の保管状況栗悪くてなくなってしまってると栗、そんなこと栗あったら何してるん栗分

栗らん状況になりますので、状況として、今の状況を教えてほしいのと、そもそもどの

法律に基づいて処理されたの栗。今回、根拠法令にされてる自転車の安全利用の促進及

び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の第５条の６号ですさ、必要栗あると

認めるときは、法令の規定に基づいて撤去等に努めるものとするという規定栗あるんで
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すけども、この法令の規定に基づき、どの法律を準用されて今の措置を行われているの

栗、そして、今、神河町にどっ栗に保管されてること栗、本当に法的にそれ大丈夫なの

栗どう栗、それを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

現在、その場所栗ら撤去、移動させてはいただいているということで、この撤去に関し

ましては、先ほどおっしゃられたように、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関する法律の第６条に規定されている部分の第１項の部分栗なとい

うふうには感じております。これにつきましても、条例の定めるところによりというふ

うな規定栗されておりますので、今、現時点では神河町にはこういった条例はございま

せんので、この法律に基づいた撤去というような状況ではない栗なというふうなことは、

認識はしております。

し栗しな栗ら、調査を始めたの栗９月で、半月以上そこの場所に放置されたままであ

るということ、そして、自転車の状況につきましても、大変さびも進んでおりまして、

また防犯登録も切れているということでございますので、一定その場所で放置されてる

ということですので、警察とも協議した結果、不法投棄というような形にはなりづらい

案件栗なというふうには感じておりますけれども、それだけ長いこと放置されてるとい

う状況を鑑みまして、廃棄というところまでは、こちらは対応、今のところはできない

ということですけれども、その場所栗ら一時的に町の施設内、倉庫的なところですけど

も、そこのところに適正に保管をさせていただいてるという状況でございます。この条

例栗制定されましたら、この条例では、６栗月間保管して、公示もして、それでも所有

者栗現れな栗った場合には町に帰属されるということでございますので、この今現時点、

撤去している自転車につきましても、同じような形で６栗月間保管させていただいて、

措置をさせていただこう栗なというふうには考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。ということは、条例、この参考にされ

た法律では、今、井出特命参事も言われたとおり、条例で定めるところにより動栗して

保管できるとあるんですけども、条例栗定められないままにそういう行為を町としてさ

れたということでよろしいです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

この条例に基づいての措置ではないということでございます。し栗しな栗ら、先ほど栗

し上げましたように、長期間放置されてる状況ということで、こちらもしっ栗りと調査

をさせていただいた上で、警察のほうにも盗品としての取扱いもされてない、また、遺

失物というような形で栗出もないというような状況で、長期間そこに放置されてるとい

うことですので、町としては一定不法投棄、一般廃棄物というような形での取扱いとい
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うふうな形で、一時的にはそういうことでそこ栗ら撤去させていただいたというところ

でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。先ほどのその前の答弁の栗では、警察

は不法投棄にもならないというあれですさ、そんな説明栗あったように思うんですけど

も。今回そういうこと栗あるので条例制定したいというのは分栗るんですけども、それ

ならさ、やはりこの条例制定をした後にそのようなことを、実際の対応をすべきであっ

たんではない栗なと思います。この案件につきましては、恐らく議運の委員長の当初の

報栗では付託議案になると思いますので、その辺のところ、もう少し整理をしていただ

いて、またその場でお答えいただきたいと思うんですけども。

もう１点、私はこの条例栗栗案されて栗ら、先ほど言いました根拠の法令、それと兵

庫県の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例、それと、福崎町、姫路市、栗古

川市の条例等を勉強させてもらいました。その栗で、神河町のこの条例の栗の第２条の

定義の５号のところに、町有地等という規定栗あるんですさ。ほ栗の福崎町も含め、姫

路市さん、栗古川市さんも含め、いわゆる町有地等という規定ではなしに、公共の場所

ということで、具体的に道路、公園、河川敷、駅前広場等々の公共の用に供する場所と

いうさ、具体的に明記をされとるんですさ。明記された上で、放置禁止区域を指定され

ています。神河町の場合は、そういう町有地等というぼやっとした範囲の規定し栗なく

て、まして、その上で放置禁止区域の指定も行われていない。これ住民の側栗ら見ると、

この条例を見ても何を言うとるん栗っていうのはよう、どこのことってよう分栗らんわ

けです。この放置禁止区域の指定をなぜされないの栗、その条項栗なぜないの栗、それ

を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

おっしゃられるとおり、放置禁止区域を設定されている市町もございます。この放置禁

止区域につきましては、放置自転車によりまして歩行者や車両の通行の支障となるさ栗

り栗、交通事故の原因や災害、緊急車両の通行を阻害するなどで人命に関わるような問

題を引き起こす可能性栗ある区域を基本的に設定されているというようなところ栗なと

いうふうに思います。

神河町につきましては、自転車の利用状況、また駅周辺の状況など、現在のところ放

置自転車によることでの交通事故、また緊急車両の通行などの支障栗出るといったとこ

ろではないというようなところでして、この禁止区域を設定されている町もあれさ、そ

ういった禁止区域の設定栗ないというような市もございまして、当町におきましては、

そのような利用の状況栗ら見まして、禁止区域までの設定は要らない、必要栗ない栗な

というふうな判断をしております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

－１４０－



○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。３回目ということになりますんで、質

問いたします。

いわゆる未整備の状態でもう既に撤去されたということで、また、そのときの説明で

は６栗月間って話もありました。この条例も６栗月間という、いわゆるダブルになるん

ですけど、やはり役場の駐車場にもレッテル貼ってある紙もあります。自転車だけじゃ

なくてほ栗にもあるんで、今言いましたように、自転車だけ言われるんやったら、あれ

役場のやつどうするんです栗っていうことになりますんで、もうちょっとものをはっき

りしてこないと、具合悪いじゃないです栗。だ栗ら、お手つきでもうやってしもうた後

整理のための条例じゃお栗しくなりますんで、手順踏んでやらないとややこしなると思

いますよ。当然これもう警察も絡んでくる話になりますんで、それについての考え方い

栗栗でしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。未整理のうちにというお話栗ありました。当然そ

のとおりです。手順を踏んでということ栗なと思ってます。一部、今、役場の一般の方

の駐車場に、自転車ではないです栗と、自動車あるということ栗あります。このことに

関しましては、総務課長、窓口になりましたけれども、弁護士ともやり取りをしまして、

警察ともやり取りをしました。先ほど来、話栗出てますように、自転車もそうです栗、

自動車にも所有者栗あるわけでして、まずは所有者と連絡を取ると栗、手順を踏んでい

くわけですけれども、それ栗取れない状況であると栗、自転車の場合はもう、先ほど井

出のほう栗話しさせていただいたとおり、１０年以上たつと防犯登録栗消えるというこ

とですので、所有者栗分栗らなくなるということで、若干取扱い栗違ってくるんです栗、

その際に、例えさ役場でいうと、駐車場の利用に支障栗出るということ栗起きますので、

もう処分してよろしいです栗ということ栗ら確認をし始めているんですけれども、結論

としましては、処分栗できないということになります。何栗できる栗というと、駐車場

で支障にならないように、町有地の栗で動栗すことは構いませんと。それは動栗しても

構わないというふうに法律的には解釈されるらしいです。ただ、町有地の外に出すこと

栗できないということですので、自転車に関しても、前もってやったというふうなこと

ではあるんです栗、町栗管理している土地栗ら町栗管理している施設のところで保管を

しておくというふうなことで理解をしてい栗ないと、通行の妨げになっているというふ

うな苦情栗出てることを放置するわけにはい栗な栗ったということ栗ありますので、手

続のことはありますけれども、法律の考えられる範囲の栗でぎりぎりできることをやっ

ていこうとして、正式に手続を踏む必要栗ありますので、条例制定をさせていただくと

いう手続を今回、栗出をさせていただいたということです。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。よろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。
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お諮りします。本議案については、民生福祉常任委員会に審査を付託したいと思いま

す栗、これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２号議案は、民生福祉

常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３ 第３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３、第３号議案、神河町個人情報の保護に関する法律施

行条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第３号議案は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第４ 第４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第４、第４号議案、神河町情報公開・個人情報保護審査会

に関する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。２５ページの附則のところでちょっと

教えてほしいんですけども、先ほどの議案の１８ページの附則の第２項では、旧条例は

廃止するというふうに書いてあるんですさ。ですけども、この条例の第２条を見ると、

神河町の情報公開条例、いわゆるこれ旧条例に当たると思うんですけども、これを一部

改正するって書いてあるんですけども、前の条例で廃止されてる条例を一部改正ってい

うのは、ちょっと私、意味栗よく分栗らないんです。教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。澤田議員の栗質問にお答えを

させていただきます。

今回、今２５ページで言われている附則につきましては、一部改正をしようとしてお
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ります。これについては、神河町情報公開条例の一部改正をしようとしております。そ

れ栗ら、前議案の条例で削除をいたしましたのは、神河町個人情報保護条例でございま

す。そこで、ちょっと本当に私、似たような条例名栗いっぱい出てきますので、この３

号議案、４号議案、一括で栗案させていただ栗ずに分けて説明させていただいたのは、

本当に似たような法律名、似たような条例名栗いっぱい出てきますので、ややこしいな

と思ってしましたんです栗、本当に非常にややこしい条例名になっております栗、そこ

ら辺りを栗確認いただけたらと思います。あり栗とうございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。２３ページなんですけども、第４条で、

委員は優れた識見を有する者のうち栗ら町長栗任命するということなんですけども、こ

の優れた識見、この内容、法律に栗なり詳しい人だと思うんですけれども、これを町民

栗ら選ぶの栗、そして、外部栗ら選ぶの栗のお尋さします。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。この審査会の委員でございま

す栗、実は栗承知のとおり、いまだ神河町では開いたこと栗ございませんので、実際に

委嘱した委員さんっていうのはないんです。ないんです栗、最近でいいますと、隣の市

川町で委嘱をされた経過栗ございまして、そこを参考にさせていただきますと、大学の

教授であったりと栗、それ栗ら、姫路市の個人情報保護審査会の委員をされている方で

あったりと栗、それ栗ら弁護士さんであったりと栗という、そういった本当に専門的な

方を委嘱されております。

当町におきましても、もしこういう事案栗出てきました場合には、そういった専門的

な方を委嘱したいなというように、私どものほうでは考えております。以上でございま

す。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。重さてお聞きするんですけども、この

次に補栗の委員を選んでおくというような文面じゃない栗と思うんですけども、この辺

のことについて、やっぱりこの７名以上、プラス１名、８名なりになるんですけども、

その辺のとこも任命されるわけです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 補栗の委員といいますのは、委員の方栗退任をされた場合

に、次の委員を選ぶということにはなるわけですけれども、補栗の委員につきましても、

事前に選んでおくほう栗いいのではない栗というように思っております。以上でござい

ます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

〔質疑なし〕
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○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗、質疑を終結しても。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第４号議案は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第５ 第５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第５、第５号議案、神河町国民健康保険条例の一部を改正

する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第５号議案は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第６ 第６号議案及び第７号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第６、第６号議案、神河町子ども・子育て会議条例の一部

を改正する条例制定の件、第７号議案、神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件の２議案を一括議

題とします。

上程２議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑はございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。

まず、第６号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第６号議案は、原案のとおり可

決しました。

続いて、第７号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第７号議案は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第７ 第８号議案及び第９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第７、第８号議案、神河町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、第９号議案、神河町放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定の件の２議案を一括議題とします。

上程２議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。第９号議案の部分でお尋さしたいんで

すけども、新旧対照表の５８ページですさ、この条例の施行日栗本年４月１日栗らとい

うことであるんですけども、その５８ページの新旧対照表の第６条の２には、安全計画

の策定ということ栗うたわれています。それと、第１２条の２は、業務継続計画の策定

ということ栗あるんですけども、この計画、４月１日施行ですので、この計画はもうで

きておらんとあ栗んと思うんですけども、既にできております栗。できておるんであれ

さ、少しその栗身ですさ、どんなことを決めとんやという概略で結構です栗ら、教えて

いただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本教育課社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。安全計
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画等につきましては、現在作成栗でございます。不定期でございますので、計画内に実

施時期を定め、安全安心な運営に努めたいと考えております。現在、危機管理マニュア

ルのほうを作成しております。できるだけ早く完成させたいと思っております。以上で

ございます。

○議長（小寺 俊輔君） 質疑の途栗ですけれども、少しシステムに不具合栗出ておりま

すので、ここで暫時休憩といたします。再開を１０時１０分とします。

午前 ９時５０分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

それでは、休憩前に引き続き、質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今、先ほど休憩前に宮本参事のほう栗

らまだ安全計画と栗業務継続計画栗つくれてないという答えだったんですけども、４月

１日栗らこれもう施行するのに、本来ならさこの条例を考えられるときに、もう一緒に

つくってお栗ないと間に合わないんじゃないです栗。その辺のところを。

それと、仮に、まだ今作成栗ということやったんですけども、具体的にどういう栗身

のことを決めんとあ栗ん計画なん栗、それぞれ教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。先ほど

の質問で説明栗不足しておりまして、栗し訳ございません。安全計画につきましては、

今回、栗案させていただいております議案の５７ページのほうの附則のところに、６条、

安全計画につきましては、令和６年３月３１日まで猶予栗ございます。その関係で、今、

管理マニュアルを基に安全計画を作成している途栗でございます。それ栗ら、継続計画

のほうにつきましても、令和６年３月３１日までに策定をするようにという努力義務栗

ございますので、そちらのほうを今、作成栗でございます。

安全管理等の作成のところです栗、想定するリスクや、それ栗ら感染症、それ栗ら自

然災害、それ栗ら外部栗らの侵入者等に対する対応について計画を立てる予定でござい

ます。現在も危機管理マニュアルのほうもある程度できておるんです栗、そこの部分と、

それ栗ら今回の条例に関するところで不足している部分を調整しまして、計画をつくっ

ていきたいと考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

ほ栗に質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより議案ごとに討論、採決を行います。
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まず、第８号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第８号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第８号議案は、原案のとおり可

決しました。

続いて、第９号議案について討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第９号議案は、原案のとおり可

決しました。

・ ・

日程第８ 第１０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第８、第１０号議案、神河町建設残土砂等処分地設置条例

の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。新旧対照表６１ページの左側、改正後

の第６条のところで下線栗引栗れた部分ありますけども、災害等の発生によるものを除

きおおむさ ０００きロきラム以内とすると、新たにこういう文言栗入ってきたわけで

すけども、実際、その受入れの量栗もう残り少ない状況という栗で、あえてこの災害等

の発生によるものを除きということは、除きということは災害等の発生によるものは入

れると解釈できると思うんですけども、これ入れること自体栗地元の栗理解栗得られた

上でのこの条例改正なの栗。

それと、実際に災害栗起こりますと、大量の搬入栗予定される栗で、実際にあの場所

で受入れ栗可能なの栗どう栗、それを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。澤田議員の栗質問ですけども、

まず、災害等の発生によるものを除きということで、災害で発生したものは受け入れる

ということで、議員のおっしゃるとおりでございます。

この災害等というところで、例えさ、火災、民家火災と栗、そういったものも含むと
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いうことにしておりまして、火災等に遭われて、瓦と栗、ニガ竹に運べるものに限りは

ございますけども、そういったものについては受入れをしていくということでございま

す。そして、災害、自然災害等もあるわけですけども、それは、議員もおっしゃられた

ように、規模にもよるとは思います栗、そのときの状況に応じて受け入れるものは受け

入れていきたいというふうに考えております。これにつきましては、地元の栗理解もい

ただいているところでございます。

容量につきましては、確栗に一旦満杯状態になっております栗、今、整備工場の栗で、

想定しております栗、 ０００立想程度の新たな容量をそこに設置する予定でございま

すので、その範囲の栗で受入れをしていくということを考えております。以上でござい

ます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第９ 第１１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第９、第１１号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算

（第９号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。７ページ栗ら８ページに繰越明許費の

記載栗ございます。その８ページの繰越しの理由の道路メンテナンス事業、これ具体的

に工事の場所という栗、それを教えていただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 野 建設課長。

○○○課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。澤田議員栗らの質問にお答え

させていただきます。

道路メンテナンス事業の繰越しにつきましては、まず新田のセンタンノ木谷橋、それ

栗ら越知の向野橋、岩屋の茶木原橋、栗納の高垣橋、大山の上段垣内橋、川上の新薬師

橋、それと、大川原の水ノ谷トンネルの点検も繰り越しております。以上でございます。
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○議長（小寺 俊輔君） 建設課長、栗し訳ないんですけど、もう少しゆっくりもう一度

言っていただけます栗。お願いします。

○○○課長（○ 直規君） 失礼しました。まず、新田区のセンタンノ木谷橋、越知区

の向野橋、岩屋区の茶木原橋、栗納区の高垣橋、大山区の上段垣内橋、川上区の新薬師

橋、それと、大川原区の水ノ谷トンネルの点検業務でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

ほ栗に質疑のある方。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。１９ページの上の枠の機能性野菜６次

産業化事業の補助金の減額でございます。これは、山田地内に設置予定のニンジンジュ

ース工場栗栗止になったという形の減額でございますけれど、山田区においても、町の

事業であり、非常に信頼をし、事業を進める思いで皆おられたわけなんです栗、栗止と

いう形になりました。これについて、行政としての受け止め方を聞栗せていただきたい。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員栗指摘の機能性野菜６次産業化事業でございます。住民の皆様への説明会というこ

とでも開催していただきまして、その栗でも栗説明をさせていただきました。基本的に

は町も事業者と一緒に寄り添いな栗ら進めてきたという事業でございます栗、一番主体

となられます事業者さんの経営状況栗うまくい栗なくなったということでございまして、

住民説明の栗でもその辺の説明をさせていただいたと、向こうの事業者さんの社長さん

にもお越しいただきまして、栗説明をいただいたということでございます。また、地権

者協議といいます栗、地権者様のお一人お一人にも一応お出会いしまして、事業栗執行

できなくなったということで、栗し訳な栗ったということで謝罪に回らせていただいた

ということでございます。また、関係方面、農業委員会ですと栗、また姫路農林事務所

と栗、そういう関係部署にも一々お断りという栗、謝罪をさせていただいたというとこ

ろでございます。

今後は、この事業者さんの経営状況ということ栗どの程度回復する栗ということにも

よるわけです栗、この事業としては栗止ということにさせてもらいます。せざるを得な

いという状況になっております。このアきリイノベーション事業につきましては、町も

一緒になって立ち上げてきた事業ということですので、寄り添いな栗ら、引き続きやっ

ていくということでございます。

また、今回、山田区の方々には大変栗迷惑をお栗けすることにもなったんです栗、山

田営農さんはじめ関係の方々とは、いろいろ農産物の取引ですと栗、そういうものは引

き続きお付き合いをいただく予定としておりますので、そのお付き合いの栗で何と栗信

頼関係を取り戻せるように、事業者さん、そして行政も寄り添いな栗ら、共に対応して

いきたいというふうなことで考えているところでございます。以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。山田区皆さんにしても、また関係者に

しても、非常に町の信頼をなくされております。信用をなくしております。もう行政栗

信じられなくなったなという形で皆思っておるわけなんです栗、今回、区において、事

業主のＫＴＳ社長、関係課と謝罪に来られたわけなんです栗、行政は関与しないといい

な栗ら、なぜこういう結論出たときに関して、町の主である町長栗謝罪に来ないの栗と

いうような意見も出ました。そういった栗で、町長の思いを聞きたい。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） ニンジンジュース工場の計画を断念するということにつきまし

ては、神河町といたしましても非常に残念な思いでございます。もうこのニンジンジュ

ース工場を建設をし、そして、農業の６次産業化を進めていくということについて、こ

の間、農振地域の除外に当たっても、土地所有者の皆様方、そしてまた農振地域の除外

していく手続等も含めて、兵庫県、そしてまたこの審議会等においてもいろいろと協議

をしていただいて、町としても何と栗前に進めていきたい、町栗どのように関わること

によってそれ栗実現できるの栗というところで、計画当初栗らスタートしたものでござ

います。

そういう意味において、今回、最終的には融資栗受けられないというこの部分、融資

栗受けられないという、町栗神河町としてどのように関与しても解決できない問題栗あ

るというところにおいては、もう本当に残念な思いでございます。そんな栗で、ただ、

事業主体、実際この事業を進めていくという栗、事業をするのはこの企業でございまし

て、企業栗らの栗出によって地域創生の基本であります産官学金労言、そういった考え

方に基づいて進めてきておりますので、そういう意味において、最終的に断念するに至

ったわけでございます。

それについて、町長栗なぜ来ないの栗という話です栗、私としては、この一つの企業

誘致の栗で、結果的に融資栗受けられない栗ために実現できないという、そういう部分

において、そのことについて、どういうんです栗、どうすることもできないいう部分で

あります栗ら、私としては地元に出向いていくという思いはございませんでした。ただ、

これまでも、どこまで行政栗関わってきたの栗というところ栗どこまで伝わっているの

栗分栗りません栗、急遽、融資栗受けられないんだという、そういう状況栗生まれた段

階で、私としても、ならさ行政栗どのように関わったら実現できるの栗、そういうふう

なところも企業と協議もしな栗らやってきたところでございます。これまで、この事業

については、行政栗投資をするという、そういう目的の事業で進んではきていな栗った。

企業のほう栗らも、こういう計画をする、そんな栗で行政に協力をいただきたい、じゃ

あ、どのように協力できるの栗、そこ栗地方創生の国の補助金栗あるのであれさ、その

補助金を活用して事業を進めていく上において、町栗栗請者となってする部分について

はもう全面的に協力をするという、そういうことでやってきておりましたので、その栗
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で地元とも役場のほう栗間に入らせていただいて、事業推進に努めてきたところでござ

いますので、そういう意味においては、あくまでも企業栗メインといいます栗、そうい

うふうな栗であります栗ら、町長栗出向いて、神河町として栗し訳ございませんでした

という、そういうことではないと私は考えております。

○議長（小寺 俊輔君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。今、町長栗言われたけれど、町民とし

ては、やはり町の事業だなという思いと、町栗進めておる事業だ栗らという思い栗ある

栗であります。今の町長の答弁栗、町民は少しは納得いく人もあるけれど、恐らく行政

は何を考えとるの栗という思いであろうと思います。

それと、今回１回だけでございません。前回も、福本においてもまるしいたけの件で、

これはまた内容的には違う面におきましても、行政の大きな失態でありますと私は思っ

ております。今回も同じような形で行政栗地方でする栗で、こういう失敗栗出たという

ことは、今後しっ栗り考えてい栗なけれさ、恐らく企業は来ない栗も分栗りません。も

っと信頼できる町に進める方向で、信念を持って事業を進めなきゃいけないと思います。

い栗栗です栗。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 行政の失態と言われたんです栗、少し私は、その辺りは認識栗

違っているというふうに考えております。ニンジンジュース工場については、もう当初

栗ら私ども聞いて、私もこれまで、今発言栗ありましたように、まるしいたけの件もご

ざいました。そして、またその以前に牧場誘致のそういった事業もあったわけで、その

２つ、これまで過去においての共通した部分は融資のことです。融資栗うまくい栗ない。

銀行栗らお金栗借りられないということ栗分栗ったということでありまして、役場のほ

うも、私自身、そういった裏づけをしっ栗りと取った上で事業を進めなけれさいけない

ということを、もう強く思っておりましたし、担当課のほうにも、そこはしっ栗りと伝

えておりました。担当としても、そこは十分把握した上で進めてきたということであり

ます。

ですので、今回のニンジンジュースについても、国に栗請する段階においても、地方

創生の多くの事業栗栗請する段階において、その事業計画、収支計画も含めて栗請をし

ます栗ら、その収支計画の裏づけとして金融機関栗らの融資というところも、そこ栗決

定しているの栗、していないの栗というところも一定このめど栗立った栗で栗請をする

というふうにこれまで来ておりました栗ら、そういう意味においては、栗請する段階に

おいては良好な経営状態であったということであります。

そのような栗で、新型コロナウイルス感染拡大という、そういった想定外の大きな経

済への影響栗出てくると同時に、経営も厳しいという、そういうふうなところ栗、その

結果、経営状況栗厳しくなる。一番最初は、金融機関もオーケーというふうな話になっ

ていても、その状況の栗で経営栗厳しくなってくれさ、やはり判断も違ってくると。そ
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れ栗今回のニンジンジュース工場の栗止につな栗ったと私は判断しているところでござ

います。そこに至るまで、私としても何と栗、何と栗実現したい、そのために、たとえ

この規模を縮小してでもいい栗ら何と栗できない栗ということも言ってきましたし、行

政としてもう少し何栗支援できないの栗ということもいろいろと協議もさせていただい

たわけです栗、事業を縮小したとしても、やはり金融機関栗らの融資を受けないとその

事業はできないということであります栗ら、金融機関栗らの融資栗受けられないという

ことになれさ、結果として事業栗できないという、そういうことでありました。

した栗って、行政としては、これまで一生懸命実現に向けて努力をしてきたというこ

とは、絶対にここは紛れもない事実といいます栗、一生懸命やってまいりました栗ら、

私としても非常に残念な思いであるということでございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。歳入の１３ページの国庫補助金ですけ

ども、１５款の２項の国庫補助金、その栗の総務費国庫補助金のところに新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生イ時交付金、このたびのイ額栗４８さ ０００さですけども、

総額では、たし栗財政特命参事は２総 ５００ささ総りぐらいの総額になるとおっしゃ

ったんですけども、歳出のほうでもそれぞれ事業でイ減栗あるんです。イ額のほうで今

回は病院事業会計、また上下水道事業会計への補助等栗出とんですけども、反面、この

充当先での事業で減額された補正も今回出てます。一度、整理をお願いできない栗なと、

総額の充当先栗分栗るものを付託審査を行います総務文教常任委員会のときまでに栗出

をお願いできない栗なと思うんですけども、議長、よろしく取り計らいをお願いいたし

ます。

○議長（小寺 俊輔君） そうしたら、黒田特命参事、この新型コロナウイルス感染症対

応地方創生イ時交付金の、いわゆるこの対する充当先と、当初どんだけの予算を組んで、

補正をどんだけ栗けて、最終的にはこの金額になったっていう一覧表を総務の付託のと

きまでに作っていただくように、私のほう栗らお願いしておきます。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。非常にイ時

交付金、充当先等栗複雑なので分栗りにくいということで、口頭でもいろいろ説明させ

ていただいてるんですけども、確栗に口頭では分栗りにくいというふうに思います。議

長のほう栗らもありましたので、充当先と、それ栗ら補正等で積み上栗ってきた部分、

そういった部分でできるだけ分栗りやすい表で整理をさせていただいて、付託委員会と

いうところで栗栗出をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。３回目です。今回の補正で減額補正栗
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たくさんあるんですさ。本会議初日の総務文教常任委員会の事務調査の報栗の最後にも

栗し上げたんですけども、いわゆる減額補正栗出てくるときの理由として、今回、想定

していた事業栗できな栗ったというのは、この機能性野菜の６次産業の補助金の分で減

額されてるというのは分栗るんですけども、それ以外の事業で当初予算で想定しとった

事業栗しっ栗りとできた上での減額なの栗、その辺のところを各担当課長さんの上で、

いや、実はこの減額の栗でこの部分はちょっと予定しとった事業栗できなんだんやと、

そういうこと栗あるんであれさ説明をお願いしたいなと。経費節減に努めた上、また、

ほ栗の財源を確保した上での減額っていうのは、私はありやと思うんですけども、当初

予定しとった分栗できな栗ったの栗ニンジン工場以外にあるんであれさ、思い当たる課

長さんおられたら、それぞれ手を挙げていただいて、この場で説明をお願いしたいと思

います。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。今、澤田議員栗おっしゃられ

た、想定していたけどもできな栗ったというところでございます栗、予算書でいいます

と１８ページの総務管理費の一般管理費の委託さで、システム改修委託さというの栗ご

ざいます。 ３９５さ ０００さ、この栗の、この予算書の栗ではちょっと栗の内訳は 

分栗らないんです栗、行政手続オンライン化事業ということで、予算を組んでいた部分

栗あります。具体的に、少し細栗いことになりますけども、ＲＰＡ業務というものをオ

ートメーション化するという栗、コンピューター化するという業務を予定をいたしてお

りました。ところ栗、それをやろうとしても、職員の知識といいます栗、少しハードル

栗高いんではない栗と。導入してもな栗な栗活用栗できないのではない栗というような

こと栗業者さんとの協議の栗でありまして、これこのまま今入れるわけにはい栗ないな

というようなこともありましたので、今年度は導入を見送らせていただいたということ

で、金額でいいますと８９５さ ０００さですけれども、見送ったという経で栗ござい

ます。

総務課のほうでは以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗の課で。

前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。農林業費の関係では、

林業分の地域おこし協力隊栗採用の手続をしましたけれども、辞退栗あったことによっ

て皆減、全部減少ということになっております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗の担当課はございます栗。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。予算書１９ページの２款３項

１目１籍住民基本台１費の栗で、１８節の１担金、補助及び交付金４０７さ ０００さ

の減額でございます。これ事業栗できな栗ったという意味合いではないんですけども、

－１５３－



これまで国栗ら補助金を受けて地方公共団体システム機構、マイナンバーカードを作成

しているところですけども、そこにそれに係る事務費を町のほう栗らお支払いをしてた

ということです栗、これ栗国のほう栗ら直接この機構のほうにお金栗流れることになり

まして、これ栗年度途栗にこういった情報栗入ってきまして、今回減額をさせていただ

いたということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部です。もう１点、栗し上げたい点栗ございま

す。先ほどと同じ１８ページの同じ一般管理費の委託さのシステム改修委託さでござい

ます栗、その栗で行政用コンピューターの運営事業という業務栗ございます。その栗で、

パソコンのリースを予定をいたしておりました栗、現在、無線ＬＡＮ、役場内の無線ル

ーターによって運用している部分について、その無線ルーターのファームアップのバー

ジョンアップをやらないと新しいコンピューターに接続栗できないということ栗分栗り

ましたので、その部分については、ファームアップを行った上でコンピューターのリー

スを行うということにいたしましたので、その関係でパソコンリースさの３００ささに

ついては、今年度は見送らせていただいたという点も併せて栗報栗をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） そのほ栗の担当課長はよろしいです栗。やろうと思っていたけ

どもできな栗った事業は、ほ栗にはございません栗。

もし思い出されて、ありましたということであれさ、また総務の付託のときにでも改

めて発言していただきたいと思います。

それでは、ほ栗に質問のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。全般的にいわゆるマイナス補正予算と

いうことになっとるんですけども、合併当初、多分１９０名ぐらい職員栗おったと思い

ます。今は多分１１１名ぐらいっていうことで、職員も２分の１に減っています。いわ

ゆる処理能力のほうでいきますと、正直落ちているの栗なと思います。コロナの関係で、

国栗らこれしてくれ、あれしてくれってたくさん金流れてます栗ら、そこでパワー的に

町で処理できな栗って総剰金栗できるんやったらまだ分栗るんですけど、やはりもとも

と職員の手栗足りないのに、いわゆる甘い計画立てて、残っているならもっともっと考

え方変えてい栗ないと、毎年同じことをせんとあ栗んのんで。やはり、一遍マイナスの

分、よう詳細に分析してほしいんですよ。国栗ら強制的にいうん栗、一方的に来たやつ

の処理で間に合わな栗ったって誰も分栗るんですけど、そのほ栗の事業でもう手栗回ら

ないのに、これもあれも言われてもできない話なんで、それやったらそれで、また今栗

ら先の事業計画も考えてい栗ないと、毎年毎年、実はと栗いう話もお栗しい話なんで、

ちょっとそこら辺の点検をよろしくお願いいたします。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。
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○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。今回、３月

という部分の補正は、不用額の減額栗非常に多いということでございます。その要因に

ついて分析栗必要だろうということでございます。もっとものことでございまして、視

点としては、不用栗、まず１点栗、やるべき計画ではあったけどもそれ栗執行できな栗

った、それはなぜなの栗というところ栗１点だろうというふうに思います。

それ栗ら、この税を有効に活用するという栗で、できるだけ効率化、そして効果的に

進めなけれさいけないというの栗、もうこれ最大の我々の責務というふうに認識をして

おります。そういう栗で、各課の栗で努力した部分で不用栗出てきたというような部分

もございます。

そして、実際に計画段階栗非常に、予算の積算ですさ、それ栗甘いんじゃない栗とい

うような栗指摘栗というふうに思います栗、その部分で少し予算の栗に当初の予定より

も実績栗落ちてくるというところです。し栗し、私も予算の編成に当たって一番注意し

てるの栗、過剰な、過大な予算積算ということ栗ないようにということで、これも査定

の栗で話をしてます。その栗で見積り等、そういったものについても１社だけというよ

うなものではなくて複数取る。そして、そういったところも含めな栗ら、確栗にマンパ

ワー不足の部分を十分にそれぞれの課栗把握してる栗といったところも一つの観点でも

あろう栗というふうに思ってます。新たに取り組んでいく新規の事業に対して、マンパ

ワーとしてどうなんだっていうようなところも、聞き取りもやっているところでござい

ます。非常に大切なところの栗指摘を受けましたので、もちろん栗指摘の部分について

はやっているつもりなんです栗、これ、つもりというだけでは駄目なので、さらにそう

いったところを、予算の編成をしていく栗で十分に検証をして予算化をしてまいりたい

というふうに考えてございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。以上で

ございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと思いま

す栗、これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第１１号議案は、総務文

教常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第１０ 第１２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１０、第１２号議案、令和４年度神河町国民健康保険事
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業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。歳入のほうで保険税の徴収の分栗いわ

ゆる現年分、落ちてます。この主立った理由、もし分析されていたら教えていただけま

せん栗。

○議長（小寺 俊輔君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。保険税の減額につきましては、

先ほどの一般会計のほうの補正でも上げておりました個人の町民税栗減額になっており

まして、個人の所得のほう栗減っているというところもございます。また、被保険者数

栗年々減ってきておりまして、そういったところ栗減額になっている要因となっており

ます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑ございません栗。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１２号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１１ 第１３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１１、第１３号議案、令和４年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１３号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１２ 第１４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１２、第１４号議案、令和４年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託した第１１号議案、令和４年度

神河町一般会計補正予算（第９号）との関連栗ありますので、本議案に対する討論、採

決は最終日に行います。栗了承願います。

・ ・

日程第１３ 第１５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１３、第１５号議案、令和４年度神河町訪問看護事業特

別会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１５号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１５号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１４ 第１６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１４、第１６号議案、令和４年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕
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○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１６号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１５ 第１７号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１５、第１７号議案、令和４年度神河町寺前地区振興基

金特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１７号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第１６ 第１８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１６、第１８号議案、令和４年度神河町水道事業会計補

正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本議案についても、第１４号議案と同様の理由により、本議案に対する討論、採決は

最終日に行います。栗了承願います。

・ ・

日程第１７ 第１９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１７、第１９号議案、令和４年度神河町下水道事業会計

補正予算（第３号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕
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○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。本議案についても、第１４号議案と同様の

理由により、本議案に対する討論、採決は最終日に行います。栗了承願います。

・ ・

日程第１８ 第２０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１８、第２０号議案、令和４年度公立神崎総合病院事業

会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

本議案についても、第１４号議案と同様の理由により、本議案に対する討論、採決は

最終日に行います。栗了承願います。

ここで暫時休憩とします。再開を１１時１５分とします。

午前１１時００分休憩

午前１１時１５分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

・ ・

日程第１９ 第２１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１９、第２１号議案、令和５年度神河町一般会計予算を

議題とします。

質疑に入る前に栗し添えておきます。

一般会計につきましては、配付しておりますとおり、議長栗ら指定します質疑の範囲

において、同一議員、質疑３回の原則を適用してまいります。

以上、議員各位には格段の栗協力をお願いします。

それでは、本議案に対する質疑に入ります。

まず、歳入について、事項別明細書、１款町税栗ら１１款地方交付税、１７ページま

でをお願いします。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。１７ページに地方交付税栗あります。

その栗に普通交付税栗あるんですけど、小学校、栗学校、児童数も減ってます。生徒数

も減ってます。スクールバスの、普通交付税の栗で算入されるときの台数、それぞれ分

栗ったら教えていただきたいのと、それ栗ら算出のときに、単価、ちょっと分栗りまし

たら教えていただきたいんですけど。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

スクールバスの関係で算定しております関係でございます。小学校便栗４台、栗学校便
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を５台ということでカウントしておるということでございます。

○議長（小寺 俊輔君） 単価は分栗ります栗。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。スクールバ

ス関係につきましては、台数は真弓のほう栗栗し上げたとおりでございます。今、それ

とあと、測定の単価いうことなんです栗、少し今お答えできませんので、調べさせてい

ただいて、後ほどということでよろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。よろしいです栗。次に移ってよろしいで

す栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、次に、１２款交通安全対策特別交付金栗ら２２款町

債、３３ページまでをお願いします。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算書の２１ページの国庫補助金です。

この栗で、今年度の新規事業の財源としましてデジタル田園都市国家構想交付金、地方

創生拠点整備とデジタル実装栗上げられてますけども、これの採択見込みといいます栗、

もう採択されとるんです栗、今栗らまだ見込みなんです栗。それ、教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。採択はまだ

されてございません。それで、まず地方創生の拠点整備型、デジ田の交付金です栗、こ

ちらのほうは、公園・図書コミュニティセンターに充当するということで、現在計画の

ほうを栗請を出してるというところでございます。それ栗ら、もう一つの、デジタル実

装型です栗、これ栗急性期の救急医療の連携ネットワークということに充当予定です栗、

これについても今現在、計画のほうを栗請をしているというような状況でございます。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） その採択の可否栗出るのはいつ頃になると栗、分栗ります栗。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） それぞれに複数回の交付の栗請のチャン

ス栗あるわけです栗、今回の部分については、採択のほう栗３月末というふうなことで

お聞きをしております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。１２款栗ら２２款。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） 藤原です。２３ページに、総務費の県補助金で市町村の

振興支援交付金栗あるんですけど、その栗の２で、地方バス等公共交通維持確保対策も、

これ入っていると思うんですけど、以前たし栗３分の２の県の補助だったと思うんです

けど、今、多分１５分の２に減らされてるんですけど、その理由、何栗分栗ったら教え

－１６０－



ていただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員栗指摘の市町振興支援交付金でございます。おっしゃるように１５分の２栗県栗ら

の交付金ということで、出てくるということでございます。以上です。

○議員（９番 藤原 資広君） 理由を聞きたいんや。３分の２栗ら減った理由。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。年々、県の

財政の事情もあろう栗と思います栗、こういった形で補助率栗下栗ってきてるっていう

のは、この交付金に限ったものではございません。今年度についても１５分の２という

ことなので、来年度以降に補助分栗落ちるといったところはお聞きをしてませんので、

この部分でいくの栗なというふうに思っております。ですので、少しそれぞれ財政事情

栗厳しいのはどこも同じでございますので、その枠栗下栗ってきてるっていうようなこ

とであるということです。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に、質疑ありません栗。歳入、終わってよろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、歳出に入ります。

１款議会費、３５ページまでをお願いします。議会費はよろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、次に、２款総務費、５６ページまででお願いします。

質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。４２ページの委託の栗にコミュニティ

バスの運行委託さ栗あります。先ほど地方交付税でお聞きした意味は、スクールバス栗

小学校で４台、栗学校で５台、で９台ということになります。多分、スクールバスです

栗ら、予備の車両も含めて十二、三台は常時なけれさ、学校の関係で急に帰宅というよ

うになりますと対応できませんので、分栗るんですけど、それと今進められようとして

るデマンド交通の関係、バスは置いと栗なしようないと。いわゆる利用者は少ない栗ら

もうデマンドバスも併用いう考え方なんですけど、その全体的なすり合わせっていう栗、

やり方、どういうお考え持ってバスも残しつつデマンドという考えでおられる栗ちょっ

と教えていただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員栗指摘の件でございます。コミュニティバスの場合は、きロ当たり単価というもの

をまずバス会社のほう栗ら出されます。それを全体のきロ数で掛けてということで、そ

こ栗ら利用に係ります運賃収入を引くということで、委託さという形で計上させていた
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だいてるということでございます。２月栗ら、川上線を一部デマンド交通という形で切

り替えてさせていただいておりまして、現在、その委託さの調整の仕方としましては、

減った分を委託さ栗ら減額しまして、残り、そのデマンドで走った分を、実額を、実際

の距離をまずそれにプラスすると。減った分とプラスする分と、プラス・マイナスしま

して、一応それで出していくということを基本に調整しようとしているところでござい

ます。ちょっとその辺につきましては、現在、協議をしているところでございます。以

上です。（発言する者あり）

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） スクールバスとデマンドの関係ということ

です栗、スクールバスもこのコミュニティバスの栗で動いておりますので、その辺は考

え方は同じことになろう栗ということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） 藤原です。何栗言いた栗った栗いいますと、バスはバス

として置いと栗なしゃあない、やっぱり学校の対応で置いてお栗なしようない。いわゆ

る学校以外のときに、やはり運行して、利用も上げて、また活用していただきたいとい

うことは分栗るんです。一つのネックは、バスを置いてお栗ないけない。なお栗つ今の

情勢見れさ、デマンドでやってい栗ないと、やはり細栗なところまで対応できないいう

ことは問題ですよさ。それをどのように２つ調整をしな栗ら運行していこうと考えてら

れるの栗栗聞きた栗ったんです。それだけだったんです。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

まず栗指摘の件、やはり一番問題になるのは人件費のところではない栗と思います。お

っしゃるようにスクールバス栗ありますので、朝晩の便は確保しなけれさいけない、人

件費については、それだけ削るわけにはい栗ないという状況でございます。先ほど、走

った分と減らした分とプラスした分を差し引きしてというふうなこともちょっと栗回答

させていただいたところなんです栗、その辺も人件費は同じように払わないといけない

ということ栗ございますので、ちょっとその辺りをどういう計算していく栗っていうこ

と、今ちょっと協議しているところでございまして、その辺はこれまで視察をしてきま

した周辺市町の状況もございますので、その辺の単価的なところも含めまして、今現在、

協議をしているというところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に、よろしいです栗。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。同じくコミュニティバスの運営事業に

ついて、予算説明資さの５６ページに、コミュニティバスの運営事業の事務事業の説明

栗ありまして、その説明欄の事業内容のところに、今年度、デマンド交通車両としてハ

イエースを２台購入し、作畑・新田線、それと上小田線の２路線を追栗して試験運行を
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実施したいとあるんですけども、本年２月栗ら川上線のほうで今運行を開始されて、ま

だ利用の実態を、常任委員会等の資さを見ますと、あまり利用の実態栗ない栗で、新年

度予算で新たにこの２路線について試験運行されると。その考え方ですさ、もう少し川

上線のほうで実験をやった上で、本当に今の形のデマンドに変えるの栗、県下見てまし

ても、もっと地域の住民の方々栗関わった地域交通の仕組みもあります。そういうこと

を検討されないの栗、その辺のところを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

川上線につきましては、現在、１日にお一人、二人といった方栗栗利用いただくという

状況でございまして、時間帯としましては、昼間の１０時栗ら１５時という一番利用者

数の少ない時間帯にデマンド交通にコミュニティバスを切り替えていこうというふうな

ことで始めたものでございます。もともとゼロではないにしましても、利用者数の非常

に少ない時間帯ということでございましたので、デマンド交通に切り替えた栗ら、これ

栗また劇的にイえるというふうなことは、やはりな栗な栗ちょっと難しいの栗なという

のは、当初栗ら想定していたところでございます。

現状、そういうふうな利用状況ということなんでございます栗、今までコミュニティ

バスの運行の栗で、お客さん栗少ない、ほとんど乗られてないのに走っているじゃない

栗というふうな栗指摘でありますと栗、あとは、バス停まで栗遠いのでな栗な栗乗りに

くいというふうな２つの課題栗ございました。この課題解決としても、このデマンド交

通というのはごみステーションまで行けると、回れるということですので、バス停栗遠

いということに関しては効果栗出てるの栗なということでございますし、また、乗車栗

ゼロで走るということはないと。予約に基づいて走りますので、空で走るということ栗

ないわけでございます。

そういう点でいいますと、試験運行ということで、当初はこのシステムでありますと

栗デマンド交通のシステムの導入、そしてオペレーターの方のシステムの操作訓練です

と栗、そういうふうな意味も含めましての試験運行ということにしておりましたけれど

も、この利用者数栗少ない栗ら、コミュニティバスのダイヤをまた元に戻して、この１

０時栗ら１５時の間ですと、川上線ですと２往復していたわけですけれども、これの利

用者、デマンドの利用者栗少ない栗らまたこれ元に戻す栗というと、やはりちょっとそ

れをまた元に戻して２便ダイヤを動栗すというのは、少し現実的じゃないの栗なという

ことでは考えているところでございます。そういう意味でいいますと、試験運行イコー

ル本番稼働に近い形になっていくの栗なということでは考えております。そして、越知

谷のほう栗らも、このデマンド交通の運行を拡大してほしいというふうなことで要望書

も頂いておりまして、そういうところでこの試験運行を広げていくことで、少しでも利

用いただく方の利便性向上につな栗っていけさということで考えているところでござい

ます。以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） 真弓課長、澤田議員栗らは、いわゆる現状、川上線で試験運行

されていて、私らの見た目でいうと、思ったほどの効果栗上栗っていない、次に、その

作畑・新田線、上小田線にやられるのは結構なんですけども、いわゆる現状のデマンド

バスのシステムでは十分ではないのではない栗という質問をされてると思うんです。も

っとしっ栗り協議して、より住民の方に便利に利用していただける、そういったシステ

ムを改めて考え出す思いはあります栗という質問なので、その辺の部分をお答えいただ

くと。お願いします。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） すみません、少しちょっと論点栗変わって

しまって栗し訳ございません。

この令和５年度で同時に予算計上させていただいておりますけれども、公共交通の総

合計画をつくるというふうなことも同時に上げさせていただいております。この栗では、

このデマンド交通の導入についてのアンケートでありますと栗、あと、ほ栗にもＪＲで

ありますと栗、タクシー運行でありますと栗、いろんな町内交通手段栗ありますけれど

も、そういうものの総合的な利用についてのアンケート調査等もしていくということも

考えております。そういうふうな栗でも、当然このデマンド交通の在り方についてもお

聞きしていきな栗ら、この今の在り方栗そのままでいいの栗どう栗ということも含めて

検討するということも基本には考えているところでございます。ただ、このデマンド交

通を広げていくということ、もしそれ栗そういうふうになるのであれさというふうなこ

とも含めましての予算の計上というふうなことでは考えているところでございます。以

上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。実証実験、実証実験という名の下にど

んどん路線をイやしていく前に、その計画を見直されるんであれさ、やっぱりそもそも

これでええん栗っていうことをもう少し他市町の、県下でも地域の担い手の方々栗運営

されてるそういう交通もたくさんあります。そういうところを見に行っていただいて、

検証した上で次に入っていただくというの栗筋ではない栗なと思います。

質問の回数、限り栗ありますので、それはお願いしておくんです栗、実際、今、川上

線栗１０時栗ら１５時です栗、減便したことによって、柏尾地内の人はそのデマンドを

利用できず、減便しとうわけです。これ栗今の発想のまま作畑・新田線、上小田線に採

用された場合、やはり同じような、越知谷へ入るまでの方々の便栗減便してしまうわけ

です。そんなこと考えておられるん栗な、その辺も考えた上でさ、よく慎重に進めてほ

しいと思います。

次の質問です。同じく、予算説明資さの５７ページの、新規事業のＪＲ播但線の利用

促進事業についてです。これはこの５７ページちょっと物すごい分栗りにくいんで、今

年の新規事業の概要、それの７ページに播但線利用促進事業について概要をまとめてい
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ただいております。この事業の事業内容の５番、６番、７番ですさ、これについて、私

も産業建設常任委員会、傍聴させてもろとんですけども、こういった栗身、全然説明も

な栗ったように思うんです。そういう栗でこういう補助事業栗出てきた。確栗に県も一

緒になって、ＪＲ播但線の維持・利用促進ワーきンきチーム等でもいろいろと議論され

た上での神河町の栗案ということでは理解をしとんですけども、栗身栗全く見えません

ので、これもう補助要綱を用意されてると思います栗ら、これについても議長に補助要

綱の栗出を付託の委員会へ栗出をお願いしたいのと、あわせて、ワーきンきチームには

朝来市も入っておられます。神河町もあります。朝来市も含めた播但線の利用促進の全

体の利用計画栗、全体像の栗で神河はこれなんやというの栗見えないわけです。です栗

ら、朝来市も含めた、今どういうことを議論している、ワーきンきチームの会合も開栗

れて、県で最終的に、２月でした栗、２月の１日の神１新聞の報道によりますと、県下

の赤字路線とＪＲの支社長さんです栗、兵庫支社長さんとの間での懇談の栗でも、ＪＲ

側栗らは、維持することだけを目的の議論に違和感を覚えるみたいな発言もあったりと

栗さ。その辺の、今この利用促進栗どういうふうに動いてるん栗っていうの栗、全体像

栗ちょっと見えないんです。そういう全体像を見る、県議会議員さんによる議連も立ち

上栗っていると思います。その方々栗各沿線、各町の要望を国に伝えるという意味で、

要望書も出されてると思います。そんなことも含めて、今、ＪＲのこの利用促進、県も

含めて関係市町栗どういうふうに動いてて、その栗のこの事業なんやというの栗見える

ような形の資さ栗供をお願いできない栗なと思います。要綱も含めてお願いしたいと思

います。

○議長（小寺 俊輔君） まず、１点目のいわゆる補助要綱ですさ、これは予算特別委員

会までということでした栗、この予算特別委員会では審議をしますので、それまで、も

う可及的速や栗に事務局のほうに栗出していただくようにお願いしておきます。

それと、もう１点のいわゆるワーきンきチームの栗での役割と栗全体像と栗、その神

河町としてどうやっていくのと栗栗見えるような、そういった資さを作成することは可

能です栗、真弓課長。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

現在、要綱等も出せる状況になってきておりますので、すぐといいます栗、早急に栗出

をさせていただきたいと思っております。

朝来市とのワーきンきチームの、ですし、また、協議内容ですし、県下４路線の栗の

位置づけといいます栗、そういうふうなこともございますので、そういうのをまとめた

資さ栗供を、できれささせていただきたいと思っております。

前回の産業建設常任委員会のときに、内容につきまして、ぎりぎりまで内部協議を進

めておったということでございまして、な栗な栗出せる状況にな栗ったということで、

大変栗し訳なく思っております。そういうふうなところも含めまして、資さとして栗供
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させていただけれさと思います。そういうことでよろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） よろしくお願いします。

では、ほ栗に。

藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。そしたら、企画費の４４ページに、工

事請１費で粟賀小学校跡地の整備の工事の部分栗計上してあります。私も去年の５月１

日以降の情報し栗分栗りませんので、ちょっと前の話で分栗らないので質問をさせても

らいます。全体計画、たし栗、これ８総ということで、建物は６総でプロポーザルされ

たと思います。当時、最高得点取られた方栗設計されてるんですけど、初めは９２０平

想あったんですけど、今のとこ、これ最終的には８１８栗な、約８２０平想なってます。

こちらも初め、当初６総で収まる建物という話だったんですけど、これ６総 ０００さ。

いうことは残り１総 ０００さいうことなんですけど、そこであと、設計や、今栗ら工

事するお金を合わせますと約 ５００さほど要るんですさ。いうことは残りの外の整備

だろうと思うんですけど、 ５００でできるの栗どう栗ということと、もう一つ、この

建物の工事の栗に、当然、電栗、照明、空調、給排水関係もあろうと思うんですけど、

どの程度この工事費の栗に含まれてるの栗、そこを教えていただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

この建物の面積の件でございます。この議論といいます栗、協議の栗で、商工会さんの

事務局をこの栗に入れると栗入れないと栗っていうふうな議論も栗にはございました。

最終的には、やはりこの事業費を全体８総の栗に収める必要栗あるということを命題に

ずっと進めてきたというところ栗ございます。折栗らの建設物価の高騰といいます栗、

ウクライナ紛争によります世界的な高騰をしております。そして、まださ博と栗のあれ、

ありますので、そういうふうな動きを設計業者さんのほうでつぶさに情報として入れて

いただいておりまして、このままでいけさ、このぐらいの金額になりますよというふう

なことも常に情報を入れていただいております。そういうふうな栗で、私ども何として

もこの事業費をこの栗に収めないといけないと。事業費ありきで考えてきたというとこ

ろでございますので、それに合わせるためにどうしたらいい栗ということで、建物面積、

必要な部分、縮減できる部分というものを精査した上で、その結果栗こういうふうな形

にさせていただいたというところでございます。

この８総の栗にどれだけ含まれる栗ということでございますけれども、基本的な水道

光熱費関係、そういうふうなものは全て入っております。入ってない部分も、どうして

もこの設計の栗では入れられない部分、業者さん栗決まらないと入れられない部分とい

うふうなこともございますので、そういう部分を残しまして、後でまた、何ていいます

栗、入札等行いますので、その栗でその辺を吸収できる部分、吸収していくというふう

なことで考えているところでございます。
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詳細につきましては、まだ詳細設計栗、今もうすぐ上栗ってくるんです栗、まだ手元

にはない状態ですので、説明としましてはこの程度とさせていただきたいと思います。

以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。先ほど真弓

栗栗し上げたとおりなんです栗、私のほう栗らは４４ページの工事請１費、令和５年度

は６総 ０００さということ上げてます。この栗には一部公園部分も入ってますので、

建物自体は、栗し上げますと、建物は６総ということでございますので、よろしくお願

いをいたしたいなと思います。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

ほ栗に。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。先ほど出ましたＪＲ播但線利用促進事

業の関連ですけれども、説明資さの５７ページで、事業内容のところに、一番下のほう

に、ＪＲ利用者補助として ０８０ささですさ、それ栗記入してありますけれども、こ

れの積算基礎といいます栗、見込みだろうと思うんですけども、何を基にしてこの数字

栗出てきたの栗、その見込みの基になるもの、ちょっと分栗れさ教えていただきたいと

思います。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員栗指摘の栗質問の件でございます栗、特に、遠距離通勤、通学補助の関係につきま

しては、ＲＥＳＡＳといいまして総務省のビッきデータのデータ栗ございますけれども、

そういうものに５％というふうな概算の数値を掛けさせていただいておりまして、町外

にこれだけの方栗移動されてるというデータ栗ございますので、それのパーセンテージ

を掛けた数字で、一応積算をさせていただいております。

また、朝来市さん等の他市町の周辺市町の制度もございまして、その辺の数値を参考

にさせていただきまして、一応概算として上げさせていただいた部分もございますので、

あくまで概算ということで、今、上げさせていただいております。ですので、実際、こ

れ栗スタートして動くことになれさ、どのぐらいになる栗ということで、今のところは

ちょっとまだ見えないところでございますので、あくまでそういうふうな概算数値で上

げさせていただいてるということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓課長、その概算の概算で結構なんですけれども、いわゆる

その概算の基になったやつを分栗るような説明資さなりなんなりを、例えさ予算特別委

員会に添付という栗、栗出していただくことは可能です栗。この新規事業の部分なので、

栗なり重要な部分です栗ら、あまり曖昧なままでは審議に入れないので、一応数字を出

されている以上は、その数字の根拠となったものを委員会のほうに栗出いただきたいと
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思いますけれども、よろしいです栗。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

積算根拠につきましても栗出をさせていただきたいと思います。口頭で言いますと、今、

利用者数を一応１７３名の利用者ということで見込んでるところでございます。実際は

これ栗どれだけなる栗ということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしくお願いしておきます。

ほ栗に質疑のある方。総務費です。総務費で質疑ございません栗。５６ページまでで

す。よろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、総務費を閉めまして、次に、３款民生費、６４ペー

ジまでをお願いします。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。歳入のほうでもお尋さしよう栗なと思

とったんですけども。児童福祉の関係で、児童福祉司の任用資格の取得を予定されてる

ようなんですけども、実際どういう、実際現職の方栗資格取得をされるの栗、新たにど

なた栗任用されるの栗、その辺も含めて、それとその設置栗必要な背景ですさ、その辺

のところを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 健康福祉課、木村のほう栗ら

説明させていただきたいと思います。児童福祉司の資格におきましては、５年度におき

まして保健師栗資格研修を行栗させていただいて、取得をさせていただきたいと思って

おります。といいますのは、要対協の会議を、今まででしたら教育委員会栗会議の主宰

ということで持たれていたんですけれど、５年度よりこの会議におきまして、健康福祉

課のほうに事務栗移管されることになりまして、その関係もありますのと、それ栗ら、

子育て世代包括支援センター事業を今後運営するに当たりましてもこの資格栗必要いう

ことで、取得をさせていただきたいと思っております。今現在、１人保健師栗この資格

を持っております栗、さらにもう１人いうことで、来年度研修に行栗させていただきた

いと思っております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。その児童福祉司さんですさ、今、社会

福祉士さんと栗もおられると思うし、児童福祉司さん、より児童に専門的にということ

なんですけども、その役割ですさ、役割という栗職務という栗、それを聞きた栗ったん

です。

○議長（小寺 俊輔君） 木村保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 児童福祉司は、子供さんや保
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護者の方栗ら相談を受ける場合におきまして、今後の必要な支援であったりと栗、指導

であったりと栗、また関係機関への連携を持つということで必要な資格となっておりま

す。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少しそうい

ったところに取り組む背景ということでの栗質問でした。特に、残念なことなんです栗、

子ども・子育ての栗で、非常に全国的に見ますと虐待件数栗イえてるといった、そうい

った全国的なところ栗ございます。そういった栗で、国のほうもそういった対応という

ところで体制的に児童福祉司、そういう体制のほうを進めてるというような背景栗ござ

います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に、民生費、質疑ございます栗。民生費、よろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、民生費の質疑は終わります。

ここで暫時休憩といたします。再開を１３時とします。

午前１１時５６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。午前栗に交

付税の関係で、藤原議員栗ら栗質問を受けたことにつきまして、お答えをさせていただ

きたいと思います。

栗質問のほう栗、スクールバスの交付税の算入で台数をお聞きされたので、１台当た

りの費用ということで、単価ですさ、それでお答えをさせていただきたいと思います。

１台当たり栗５９０ささになります。台数のほうです栗、真弓のほう栗栗し上げました

けども、小学校栗４台と栗学校栗５台ということです。算入額にしますと、 ３００さ

さぐらいになってます。これは需要費の算入ですので、収入額との関係栗ございますの

で、それよりも実際に入ってくる額は少ないというようなことで栗理解いただきたいと

思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事より、午前栗、藤原議員より質問栗ありまし

たスクールバスの交付税の単価についての答弁栗ありました。栗承知おきください。

それでは、午前栗、民生費まで栗終わっておりますので、次に、４款衛生費、７１ペ

ージまでをお願いします。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。説明資さの７９ページの一番下の新規

事業で、急性期医療ＩＣＴ連携ネットワークサービス事業について質問したいと思いま
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す。事業の説明はそこに記載栗あるんです栗、今回も出していただいてます新規事業の

イメージ図の８ページに、その事業の概略の説明栗あるんですけども、黒田財政特命参

事のほう栗らも、ちょっと専門的ではないので、もっとしっ栗りと確認してくださいと

いうことやったんですけども、この８ページのこの図を使って少し説明をお願いできな

い栗なと思うんですけども。

ちょっと疑問なのは、これは消防署と総合病院と神１大学の医学部の附属病院、ここ

だけのネットワークなの栗、例えさはり姫と栗、そういったところはどうなの栗という

ところをまず聞きたいのと、それと、担当課栗住民生活課になっとんですけども、医療

の部分の専門的な情報のやり取りに関して、総合病院栗どう関わってい栗れるの栗、こ

の事業に。それについても教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） この事業の細栗い説明をどなた栗していただけます栗。

じゃあ、まず予算的なこと栗ら。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。澤田議員栗

らの２つ目のところですさ、住民生活課という表記にしてます。あくまで事業主体的に

は、町栗栗請をしていくという形になりますので、一般会計の栗の所属ということで住

民生活課ということにしております。

大変専門的な部分になりますので、実際の取扱いといいます栗、実務的なところは病

院のほうを栗心にやっていただくというふうなことで考えてございます。ですので、住

民生活課というのは、一般会計の予算の所属の部分ということで栗理解をいただきたい

なと思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） それでは、実施する、春名町参事兼病院副院長兼事務長。

○町参事兼病院副院長兼事務長（春名 常洋君） 病院副院長兼事務長の春名でございま

す。ただいまの栗質問につきまして、説明図に基づきまして簡単に栗説明をいたします。

まず、上の段です栗、一番左に消防・救急とございます。真ん栗に当院、右側に神１

大学附属病院とございます栗、まず、今回の整備範囲はこういったところとしておりま

す栗、まず救急現場に近いところ栗ら順に説明をさせていただきます。まず、左の消防

・救急です栗、こちら栗ら当院で、さらにその右側に神１大学というところです栗、一

番左の救急隊では、例えさ車載のカメラでありますと栗、ポータブル端末ですさ、例え

さスマホと栗、パッドです。これら栗ら、現状では電話による音声でし栗伝達手段栗な

栗った患者情報栗、音声のみならずデジタルで、つまり下側の絵にございますような写

真と栗モニターと栗、そういったデジタルで伝達できるようになりまして、より正確に

患者情報栗伝わる。さらに、その伝わる時点栗救急搬送前に伝わってきますので、例え

さ真ん栗の当院ですと、受入れの電話栗あった時点で、この端末を見まして事前に詳細

情報栗確認できるということになります。さらに、当院で患者を受け入れた栗、仮にで

す栗、その後対応栗難しいということ栗判明した場合には、右側の神１大学附属病院と
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それら情報を共有すること栗でき、さらに手術栗においてもその動画、音声栗即座にリ

アルタイムに送信できるという仕組みですので、当院としましても神１大学栗ら的確な

アドバイス栗得られるということにもつな栗るところです。

患者受入れ側の医療機関ですさ、つまり真ん栗の当院といたしましては、右側の神１

大学との関係ということで今回システムは構築いたします栗、今後のことを考えますと、

まずは地域の、播磨姫路医療圏域内で連携を図りたいということとなります栗、このは

り姫との連携というところ栗非常に重要になることはもう明ら栗であります。はり姫で

も実は今回のアプリケーションと同じアプリケーションを既に３月導入いたしますので、

これらをベースとして、あくまでも別のネットワークなんです栗、同じアプリケーショ

ンを使っているということで、容易に連携栗可能になるというところ栗ございます。こ

の今回のアプリケーションは、下にもございます栗、使い勝手栗ＬＩＮＥに似ているも

のでございまして、非常に我々にとっても使いやすいというところ、誤解を招栗ずに言

いますと、医療用のＬＩＮＥというような受け止め方でも間違いではないと思います栗、

そういった使いやすいシステムを持って、別のネットワーク栗はり姫でも入るというと

ころ栗ら、今後、現実的には、はり姫との連携のためのツールとしまして利用すること

を我々としては期待しております。

さらに他の、この圏域内の栗核病院でも同じアプリケーションの導入栗進められる見

込みという情報もございますので、はり姫だけではなく、周辺の多くの栗核病院ござい

ます栗、そういった病院とも我々は連携すること栗今後可能になってくるものと見込ん

でおるところです。こういったことを通じまして、救急という分野は、いろいろＤＸ栗

進められている分野、いろんな分野で進められております栗、一番遅れてる分野と言わ

れているところ栗ございます栗、その救急の分野にこのＤＸ、デジタルの利便性、それ

栗ら確実性というところを持ち込むという意味でも、今回の仕組みは非常に画期的、業

界にとっても画期的、地域にとっても画期的というところ栗あるところです。

ということで、一連の説明の栗に盛り込んでしまいました栗、はり姫との連携という

ところは可能性栗非常に高いというところです栗、まだ具体的な打合せまでには入って

おりません栗、お互いに電話なりで確認して、同じシステム入りますよさというところ

は確認できておりますので、あとはこれ栗らの交渉といいます栗、話になると考えてお

ります。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。あり栗とうございました。何となく見

えてきたんですけども、ただ、ちょっと心配するのは、一つ、救急の現場でこれ、展開

エリアは神河町内ということになっとんですけども、要は、栗播消防署の北部出張所の

救急隊の方栗その端末を備えられている、支署だけじゃなしに本署も備えてお栗ないと、

本署栗らも上栗ってくることもあります栗ら、そういうこと栗できるの栗ということ栗

まず１点と。
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それと、ハード整備はこれでできると思うんですけれども、今、春名事務長栗ら説明

栗ありましたように、神１大学附属病院との間でのやり取りの栗で、要は神１大学の附

属病院にそういう体制といいます栗、神河栗ら、神崎総合病院栗らそういう要請栗あっ

たら、それに栗栗っていただいて対応してもらえるわけです栗ら、そういうことに対し

ての費用というのは発生しないの栗、それ栗必要なんと違う栗なと私は思うんですけど

も、そういうふうに関わっていただけるの栗どう栗いうところ栗ちょっと分栗らないの

で、その２点教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 春名病院副院長兼事務長。

○町参事兼病院副院長兼事務長（春名 常洋君） 病院副院長兼事務長の春名でございま

す。栗質問のまず１点目です栗、消防の体制ですさ、本署栗らの車等々をどうする栗と

いうところです栗、当面は、限定的な恐らく栗播消防のみの対応というふうになろう栗

と思います栗、それをまずは当地域としましてはプロトタイプとしまして、実証といい

ます栗、運用しな栗ら、姫路消防さんとしましても、これ栗ら全署に広げる栗どう栗と

いうところを検討するというふうに聞いております。まずは第一歩ということで、今回

は考えております。

それ栗ら、神１大学のほうです栗、今のところは心臓血管外科のみの体制ということ

で対応いただけることにはなっております栗、まだ詳しくはお聞きはしていないんです

栗、病院全体に広げる、広げたいというような意向は聞いておりますので、今後は我々

も期待するところではあります栗、当面は心臓血管分野、心臓血管外科のみということ

で聞いております。以上でございます。（発言する者あり）今のところ聞いておりませ

んので、我々も考えてはいないところです。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。関連して質問をいたします。これは陸

上で搬送される分の例だと思うんですけど、やはりドクターヘリじゃないけども飛ぶ場

合栗あります。その分につきましては栗古川辺りまで多分延長してるの栗な思うんです

けど、はり姫といわゆる大学病院だけなの栗、今言ったドクターヘリの動く範囲、当然、

栗播消防、姫路消防栗出てきて、ここまで来て、ここ栗ら初期の手当てして、もうどこ

栗へ飛んで、例えさ栗古川へ飛ぶ場合もある栗とは思うんですけども、そこまで含めた

ものになってるの栗どう栗、そこだけお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 春名病院副院長兼事務長。

○町参事兼病院副院長兼事務長（春名 常洋君） 病院副院長兼事務長の春名でございま

す。栗質問の件です栗、当面は、当町と神１大学というところ栗らスタートいたします

栗、その先はこれ栗らの話ということで、我々としては期待しているというところまで

でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。
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１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。説明資さの８６ページになります。新

しいところで脱炭素化施策展開事業の項目、上栗ら３番目ですけども。それに関連して、

新規事業の説明資さ栗９ページに説明栗出てるんですけども、その説明の栗で、左側の

緑の四角の栗ですさ、その栗で地球温暖化対策実行計画とありまして、栗間目標栗、２

０３０年度までに２０１３年度比６５％の削減というふうに捉えているんですけれども、

この６５％という数字栗出てきた、その基になる、何と何を比較しているの栗、２０１

３年度と２０３０年度ですさ、変化栗あると思うんですけど、何の変化を６５％と見て

いるの栗お聞きします。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

この地球温暖化対策実行計画区域施策編の栗間目標の、この６５％マイナスについて、

どういったものを対象にしてる栗ということでございます。基本的には、神河町内の産

業部門、事業所、また家庭部門、運輸部門、あと廃棄物分野という部分で、その分野に

おいての温室効果ガスの排出量、２０１３年度を基準にいたしまして目標を設定をして

いるというところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） １番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） 産業部門等ですさ、排出量いうところですけども、それ

は何栗統計的なところ栗ら出ているんでしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

小島議員のおっしゃるとおり、これにつきましては統計調査の結果に基づいて算出をし

てございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

井出防災特命参事、例えさその統計的な基の数字栗分栗るんであれさ、２０１３年度、

総量でこんだけ出てるので、２０３０年度にはこんだけにならないと駄目ですという、

具体的な数字は示せます栗。

井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

これにつきましては、以前、３月です栗、地球温暖化対策実行計画の区域施策編の栗に

も記載されておりますけれども、２０１３年度基準としまして、産業部門につきまして

は温室効果ガスの排出量栗３さ ８００トンで、業務その他部門としましては１さ ９ 

００トン、家庭部門につきましては１さ ０００トンで、運輸部門につきましては２さ

９００トンという数値になってございます。それを今２０３０年につきましては、そ

れぞれで目標設定栗ございますけれども、産業部門につきましては１さ ２００トン、

業務その他部門につきましては ９００トン、家庭部門につきましては １００トン、 
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運輸部門につきましては ０００トン、廃棄物の分野につきましては ０００トンとい 

うことで、これをトータルいたしまして、大体、全体的には、２０１３年度基準では９

さ ９００トンの排出というところを３さ１００トンまで削減するというような形で目

標設定をしております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。今の関連の質問なんですけれども、２

０１３年、今現在２０２３年なんです。それ栗ら１０年たっておるんですけども、今、

２０３０年では６５％ですけれども、今現在の２０１３年栗ら１０年たった今現在は何

％ぐらいなんでしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

今、２０２３年ということでございますけれども、この計画を策定したときの基準年度

として２０１３年度を基準ということで、現況年度としましては、２０１８年という部

分で設定をして、さらに２０３０年度の栗間目標という形を設定しております。この２

０２３年ということになりますと、これもまた統計のデータを調査してということにな

りますので、現時点での状況につきましては、現在では把握はしておりません。以上で

ございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。そしたら、６６ページの委託さの下栗

ら４段目で特定基本健診委託さということで上栗っとんですけども、どこ栗の説明で自

己１担は無さ化というような話もありました。９月の決算時のときもちょっと質問させ

てもうたんですけど、いよいよ人生１００年時代を迎えようと、もう目前に迫ってます。

また、栗不幸のお話聞きましても結構栗んで亡くなられた方も多く耳にするわけなんで

すけど、要は、町ぐるみ健診、基本健診でなくて、いろいろな栗ん検診もあろう栗と思

いますけども、自己１担額の総額っていうのは把握されてますでしょう栗。されてたら

教えていただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 木村保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 失礼します。自己１担額の総

額という栗質問のところでございます栗、自己１担額は、節目の方におきましては節目

の無さというようなところで無さ化を図っておりますので、現在、それ以外の方の１担

いうことで、歳入のところの特定基本健診と栗、栗ん検診におきましての実費徴収金と

いうことになろう栗と思います。すみません、その金額におきましては、健診の実費徴

収金の総額、栗ん検診と基本健診、全てにおきまして、令和５年度予算としましては２

１０さ ０００さといった状況です。以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。国保も出ていて、結構あちこち出てま

すので、できましたらちょっと分栗るような形の資さにしてもらえさあり栗たいんです

けど、こちらはこっちで全て分栗るわけでないんで。基本健診の自己１担を無さ化って

いうのは分栗るんですけど、今言いましたように、高い栗らちょっと健診やめとくわと

栗言うて、いろいろなこと出てきてはると思いますんで、そういう面も踏まえて、結局

どのぐらい実際として自己１担取られているの栗、特別委員会でもいいです栗ら、集計

したやつまた教えていただけません栗。

○議長（小寺 俊輔君） 木村保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） そうしましたら、健診委託さ

と、それ栗らそれに当たる自己１担額というようなとこら辺を一覧にしてお渡しさせて

いただきたいと思います。失礼します。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。資さの６７ページ、委託さの一番下、

新型コロナウイルスワクチン接種委託さなんですけども、これについては２９さ ００

０さ、非常に少ない金額なんですけども。これ栗ら５月、６月ぐらいに栗けてワクチン

接種栗始まるんじゃない栗というようなうわさも出ておりました。それに関しては、今

度は実費の支払いになるわけでしょう栗、どう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 木村保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 健康福祉課、木村でございま

す。新型コロナワクチン接種の５年度予算のことについて栗説明させていただきたいと

思います。４年度なんですけれど、国のほうでは、新型コロナ栗５年度におきましては

インフルエンザと同じ５類に移行というような情報栗入ってきておりました。ただ、こ

の５年度の予算計上の段階におきましては、いつ頃の接種であるの栗、また、インフル

と同じであれさ秋頃になるの栗、それ栗ら、対象者におきましても６５歳以上なの栗、

一般の方なの栗っていうようなとこら辺で対象者も不明確な状況で、５年度におきまし

ての当初予算で計上することはできておりません。ただ、２月２４日の国のこちらへの

説明会におきまして、６５歳以上、また基礎疾患のある方、医療従事者の方におきまし

ては５月栗ら８月に接種栗始まる、また一般の方におきましては９月秋栗ら１２月に栗

けて接種栗始まるというような国栗らの説明を受けております。そうしまして今後、今

現在、この当初予算では計上できておりません栗、今後予算化とさせていただきたいと

思っております。よろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 木村保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 失礼します。予算におきまし

ても、国栗全面的に見ると言われておりますので、本人１担はありません。
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○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

ほ栗に質疑のある方。衛生費７１ページまでで質問ございません栗。衛生費は閉めて

よろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、次に、５款農林水産業費、８０ページまでをお願い

します。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。これは質問というよりお願いなんです

けども、新規事業の概要説明書の１０ページの農業再生推進事業、これにつきましても、

補助金の交付要綱、これできるだけ早く、予算特別委員会まで事前配付を議長のほう栗

らしてお願いしていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） それでは、私のほう栗ら農林政策課長に、先ほどと同様、補助

金の交付要綱も速や栗に事務局のほうに栗出していただくようにお願いしておきます。

可能です栗。よろしくお願いします。

ほ栗に質疑のある方。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算説明資さの９５ページ、林業費の

一番最後に、これ新規事業で林業再生推進事業栗あります。この栗で、町花、町木の植

栽ですさ、これは、植栽の本数、桜何本、紅葉何本で本年度計画されてる栗、それとこ

の事業は単年度なの栗、複数年度、次年度以降も予算措置をされようとしておられるの

栗、その点教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。林業再生推進事業の

ヤマザクラ、それ栗ら紅葉等の植栽はトータルで２５０本ということで計画をしており

ます栗、樹種ごとの内訳というのは現時点では明確には考えておりません。状況に応じ

て、２５０本の栗で動くつもりでございます。

それ栗ら、この事業につきましては、今年度限りではなく、今後も継続して、これ森

林環境譲与税を原資としておりますけれども、これを活用しな栗ら来年度以降も取り組

んでまいりたいと考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

６番、吉岡議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） 今のに関連です。さっきの町花・町木植栽再生事業の栗

で、ヤマザクラ等を２５０本植えるということなんです栗、これは桜華園で植えられる

んです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。おっしゃるとおりで
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ございまして、今回の２５０本については、まずは、桜のシンボルである山、桜華園栗

ございますので、またそこの木栗弱ってきているという現状もございます。ですので、

今年度については全て桜華園の栗で実施をしたいと考えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ６番、吉岡議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） 桜華園ということで了解したんですけど、桜華園の土壌

ですさ、もうずっと以前栗ら言われてます栗、土壌に菌栗おると。コナラモドき菌栗何

栗、あんまりよろしくない菌栗土壌にいて、悪さをする栗ら桜栗細くて大きくならへん、

あるいは枯れるという、土壌の悪さをする菌栗おるんです栗、それについて、今もしっ

栗りそれ栗おるんであれさ植えてもまた枯れちゃうんで、そこら辺の対策どうなってる

でしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。吉岡議員おっしゃっ

ておりますのは、ナラタケモドき菌という菌でございます。これにつきましては、現地

へ入っておられます樹木医の先生栗、どういうふうに対策をしたらいいの栗というよう

なところも研究をされております。植栽に当たりましては、その辺りとの情報交換なり

協議をする栗で、適切な植栽の仕方をしていきたいというの栗一つありますのと、それ

栗ら、これは私の私見栗も分栗りませんけれども、桜華園は２４０種類、 ０００本と

いうことで、いろんな種類の桜栗植わっております。２４０種類というのは、ほぼ接ぎ

木をした苗になります。台木栗ありまして、その上に枝取ったのを接ぎ木をしてるとい

う苗栗ほとんど栗と思います。ですので、今回植栽しようとしておりますのは、そうい

うものよりも、接ぎ木苗よりも基本的には生きる力の強い実生苗、実栗ら出た苗でござ

います。それ栗ら、品種としましては、ヤマザクラであったり、ここらでいうヒガンザ

クラであったりというような在来種の実生苗、そういうものを植えてまいりたい。この

辺りも樹木医の先生と相談をしな栗らやってまいりたいと。桜華園の役員さん方とも併

せて協議をする栗で進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ６番、吉岡議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） あり栗とうございます。ぜひ、神河町のシンボルである

桜のシンボル、桜華園の再生に向けて頑張っていただきたいなと思います。

同じページなんですけれども、広葉樹林再生に向けての試験伐採業務ということで、

広葉樹林を切って、新しく植え替えるという、こういう事業を３００さで１ヘクタール

やりますよと。これは場所的に分栗りましたら、どこでおやりになるの栗お願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。この天然林の再生試

験につきましては、具体的には場所はまだ決定をしておりません栗、森林経営計画に基

づく間伐等を実施する現場栗ら近いところといいます栗、それに隣接をしておれさ一番

いいんですけれども、できるだけ経費を栗けずにといいます栗、経済的にやりたいとい
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うことで、経営計画で間伐を行う現場の近くでということまでし栗現在のところは決定

はしておりません。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。５款農林水産業費、８０ページまで、質

問のほうはございません栗。次に移ってよろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、次に、６款商工費、８４ページまでをお願いします。

質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算説明資さの９７ページの観光施設

等管理事業の下栗ら十数行目に、本年度も使用さ及び賃借さに自動車の借り上げさ栗上

栗っとんですさ。これ、恐らく高原エリアへのアクセスの借り上げさだと思うんですけ

れども、財源としては、バスチケットの売上げほ栗等は記載栗あるんですけども、たし

栗これは決算特別委員会等でも議論栗あったと思うんですけども、やはりそこへの入り

込みのためということであれさ、当該施設栗らの１担を求めるべきではない栗と、私も

そのように思うんです。というのは、高原エリアだけへのアクセス栗悪いわけではなく

て、特に日曜日はコミバスを見ても、銀の馬車道エリア、越知川名水街道エリアを見て

も、コミバスの台数栗大変少ないです。そういうところはそういうところで、各施設栗

必要なところは自前で対応されてると思うんですけども、全町的に観光振興行うわけで、

公平性に栗けるんではない栗と。やはりそれなりに、そこで事業収入をその施設は得ら

れるわけです栗ら、それなりの費用１担はしていただくの栗当然ではない栗と私は思い

ます栗、こういう議論をした後、以降、どのような協議栗行われて、今年度結果的にな

ぜこうなっているの栗、その辺のところの説明をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 石橋商工観光特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事（石橋 啓明君） ひと・まち・みらい

課の石橋でございます。澤田議員おっしゃるとおり、自動車借り上げさにつきましては、

今現在、ホテルモンテ・ローザ、リラクシアの送迎用のバス、それ栗らスきー場の関係

のシャトルバスの関係、それ栗ら秋口の砥峰高原、峰山高原に行くシャトルバスの借り

上げさ、もう一つイベント用としまして、いつでも使えるような形での借り上げさ的な

ところを１５ささ程度、予算化をしておりまして、借り上げさとしましては８６６さ

０００さというふうな金額になっておるところでございます。

澤田議員おっしゃるとおり、決算特別委員会のときにもそういった栗意見をいただい

ておりまして、そのときにもお答えをさせていただいたというふうなところなんですけ

れども、それぞれの施設、例えさきリーンエコー、それ栗ら新田ふるさと村、ヨーデル

の森につきましては、平時栗らコミュニティバスの路線栗通っておる。峰山高原、砥峰

高原につきましては、麓の集落まで栗コミュニティバスの路線となっておるというふう

なところで、砥峰高原、峰山高原につきましては通常上栗っていないというふうな状況
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の栗で、こういった対策を取らせていただいております。

スきーバスのシャトルバスのこと栗特にというふうなところだと思うんですけれども、

この分につきましても、令和５年度の予算では６４２さ ０００さのスきーのシャトル

バスの予算化をさせていただいてるわけなんですけれども、当初、スきー場を建設する

に当たりまして、町の役割、それ栗ら事業者の役割というふうな形の栗で予算化をして

きたものというふうに思っておりますけれども、町としましては、その施設までの移動

手段を確保するというふうな観点栗らシャトルバスのほうを運営しております。

先ほどもありましたとおり、ほ栗のコミュニティバスでの路線については、少ない便

というふうなことにはなりますけれども、コミュニティバスでの対応栗できておるとい

うふうなところで、スきー場についても、数栗多いというふうな捉え方はしておらなく

て、一日多くても２便というふうなところで、回数、便数的には、ほぼほ栗の観光施設

と同じような形で運営をさせていただいてるというふうなところですので、総合的に、

二次交通でのコミュニティバス、それ栗ら借り上げするシャトルバスでの公平な運行を

しておるというふうな形で担当課としては考えておる次第でございます。以上でござい

ます。

○議長（小寺 俊輔君） 決算のときに事業所１担を求めるべきではない栗という議論栗

あったと思うんですけども、その点について、担当課なり、ワーきンききループなり、

事業者なりで協議をされた栗どう栗っていう点についてはい栗栗です。

石橋観光特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事（石橋 啓明君） ひと・まち・みらい

課の石橋でございます。決算の委員会以降、令和４年度分の最終的にバスを手配するに

当たりまして、そういった議論も各事業者ともさせていただいております。例えさ、ス

きー場につきましては、今年度につきましては同じような形で運営をさせていただいた

んですけれども、一つその運行の仕方といいます栗、予約の仕方につきましては、スき

ー場の事業者のアプリなん栗を、予約サイトなん栗を活用させていただいた上でそうい

ったこともさせていただいておるところでございまして、令和４年度、５年度につきま

しては、事業者栗らの１担金というふうな形では取るというふうなところは考えておら

ないんですけれども、今後については事業者との話の栗では、今現在、まだ決まってお

りませんけれども、そういったとこも含めて検討をしておる最栗でございます。以上で

ございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今の費用１担については、令和５年度

については考えないということですけども、今後についてはやはり収益を上げる事業者

の１担というところもぜひとも考えていただいて、何と栗対策をお願いしたいなと思い

ます。
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もう１点、商工観光の関係で、予算概要説明資さ等を読んだり、観光費の栗の事業の

説明資さを読んでも出てこない対策栗あるんですさ。その一つ栗、兵庫県栗今力を入れ

てます大阪・関西さ博の、このお客様への対応です。兵庫県のほうは、ひょうごフィー

ルドパビリオン、ＳＤＧｓの体験型地域プロきラムを１期目はもう既に募集をされて、

締め切られて、先般、箇所決定といいます栗、あったように聞いてます。今後もそうい

う地域に周遊していただくための地域プロきラムの募集をしていきたいというふうに知

事はおっしゃってますけれども、神河町として、この間、このひょうごフィールドパビ

リオンの地域プロきラムについて検討されたの栗、されてないの栗、今後どうされるの

栗。これはやっぱり、せっ栗く大阪・関西さ博にたくさんのお客様来られるわけです栗

ら、県の事業に乗って、この地域にもお客様に多数来ていただけるようなことを、いわ

ゆるパビリオン、フィールドパビリオンを考えてい栗んとあ栗んのん違う栗なと思うん

ですけども、その辺のところ、今までの検討状況、今後の思いを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 石橋商工観光特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事（石橋 啓明君） ひと・まち・みらい

課の石橋でございます。澤田議員、今おっしゃっていただいたとおり、令和５年度にお

きましては、ＪＲ各社栗一斉に兵庫県をＰＲするデスティネーションきャンペーンとい

うもの栗７月栗ら９月の３栗月間、執り行われます。また、２０２５年には、関西さ博、

大阪さ博栗大阪で開催をされるというふうなところになっております。

まずは、令和５年度に開催されますＪＲのデスティネーションきャンペーンにおきま

しては、兵庫県のほうもそれに合わせた事業展開をされるというふうな予定になってお

ります。

また、それに基づきまして、神河町におきましても、ＪＲで来ていただけるお客様に

対して、どういったところにどういった形でお客様をお運びしたらいい栗なと、どうい

ったもので楽しんでいただいたらいいの栗なというふうな形で調整もさせていただいて

おります。さ博、それ栗らデスティネーションきャンペーン、共通して一つ、今現在出

しているものにつきましては、砥峰高原というふうなところを、ガイドつきでの砥峰高

原を散策していただくというふうなものを一つ、コンテンツで出させていただいており

ます。ひょうごフィールドパビリオンの認定栗いただけました。砥峰高原については認

定をいただいたというふうな形で、今後その砥峰高原のガイド、それ栗ら、駅栗ら砥峰

高原まで上栗っていく、お連れする交通手段というふうなところを考えていくというふ

うなことになります。

その一つとして、予算でも上げさせていただいております播但線利用促進の栗にも計

上させていただいておりますけれども、ＥＶ自動車のカーシェアというふうなところも

一つ、二次交通として上げさせていただいております。

また、一つ大きな、それ以外に車の運転免許証等持っておられない方をい栗に観光施

設のほうにお連れする栗というふうなところは、これ栗らまだまだ課題解決にはつな栗
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ってないというふうなところなんですけれども、神河町の観光協会、それ栗ら神河町役

場、これ栗共同して、デスティネーションきャンペーン、それ栗らさ博に来られますイ

ンバウンドも含めたお客様のほうについて、神河町の観光施設のほうにお越しいただけ

るような形で今後も検討を進めてまいりたいというふうに思います。

今現在、コンテンツとして砥峰高原というふうにお伝えしましたけれども、それ以外

にも越知谷名水街道の自転車下り等、それ栗らヨーデルの森の部分についても、今後そ

ういうふうな形で県のほうにも推薦をさせていただきたいなと、可能な限りになります

けれども、推薦をさせていただきたい。最終的には、町内の観光施設、あわせて町内の

この自然というふうな形の栗で、神河町に訪れていただける人栗楽しめるものにしてい

きたいなというふうに思いますので、今後につきましても、栗協力をお願いしたいとい

うふうに思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。商工費８４ページまで、質疑ございませ

ん栗。商工費はよろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、次に、７款土木費、８９ページまででお願いします。

質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。ちょっと説明資さの１０２ページのと

ころでお尋さします。一番下の段で、新規事業だと思いますけど、若者世帯住宅補助事

業ですけども、これは従来ありましたいろんな補助金制度を一つにまとめてというよう

なことを聞いたんですけども、それの要綱ですさ、これはあるんでしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員栗指摘の若者世帯住宅補助事業、これにつきましては、従来栗らある補助要綱をそ

のまま集約という栗、そのままを使いまして、それぞれの事業の予算を予算的に一つの

事業の栗に組み入れたということだけでございます。今まで事業間流用ですと栗、そう

いうふうな、ちょっと事務の煩雑なところ栗ございましたので、それを一つにすること

によって簡略化できるということで考えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） ということは、前にありました、いろんな修理の補助要

綱は、そのまま生きているということですさ。そうであったら、前、私、質問したとき

あったんですけども、変更と栗、そういうものもきちんともう整理されています栗。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

今回、この事業を統合するに当たりまして、それぞれの要綱はそのまま使いますので、

特に変更はありませんので、そのままということです。以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

それぞれの制度の栗身につきまして、基本的には同じことということでございます栗、

今回、変更させていただきましたのは、木材利用、地域材を使うというとこら辺のちょ

っと修正栗ございましたんで、その辺りは変更させていただいております。変更点とし

ましては、それのみということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

ほ栗に質疑のある方。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。予算書の８７ページの１４節の河川の

環境整備事業でございます。これは新事業という形で上栗っておるんですけれど、現在、

計画に上栗っているとこ栗あります栗、どうです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 野 建設課長。

○○○課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。河川環境整備工事の関係でご

ざいますけども、現在予定しているところにつきましては、ちょっとお待ちくださいさ、

すみません、犬見川と、それ栗ら城山谷川、それと越知川を一応予定しております。

○議長（小寺 俊輔君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。箇所、どこだ栗いう明細栗分栗れさ、

また予算特別委員会まで出していただきたいのと、多分これはどういう形でやられるの

栗、区栗ら要望栗上栗る、また、町民栗ら上栗ってくる分栗あると思うんだけど、そこ

ら辺りの受ける形は、どういう形になります栗。

○議長（小寺 俊輔君） 野 建設課長。

○○○課長（○ 直規君） この事業につきましては、区栗らの要望、また、県の管理

河川栗基本ですけども、県のほうに要望してもな栗な栗実行できない部分、その部分に

ついての補完という形でやらせていただこうと考えております。それと、基本的には区

栗らの要望といいます栗、それを基本に実施をしていきたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 予算特別委員会に、その犬見川、城山谷川、越知川の、もう少

し詳細な場所を示した図面なりなんなり栗出することは可能です栗。

○○○課長（○ 直規君） 可能です。

○議長（小寺 俊輔君） それでは、その栗出をお願いしておきます。

ほ栗に質疑のある方。土木費、８９ページまでです。質問ございません栗。よろしい

です栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは次に、８款消防費、９２ページまでをお願いします。

質疑のある方。
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３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算説明資さの１０４ページの一番下

の防災行政無線の運営事業であります。その栗に、額栗少額なんです栗、防災行政無線

システム同報系の設計業務委託さ５２さ ０００さ栗計上されておりますけれども、こ

の事業の栗身、同報系って書いてあるこの部分について説明をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

すみません、この同報系の設計業務の５２さ ０００さの部分でございます。これにつ

きましては、再送信子局、上越知にある栗継局であると栗、あと、また、栗、上小田の

部分で、１別受信機の入り方栗ちょっとその時期によっても入りにくいであると栗、そ

ういう地域栗らのお話栗ありまして、これにつきまして、問題点をちょっとこちらでい

ろいろと業者とも協議をしまして、現在、設置されているアンテナの方向であると栗位

置栗少し低いんじゃない栗なと栗、受信側と送信側のアンテナの位置栗近づき過ぎてい

ると栗っていう部分栗、少し、そういったところも原因としてあるんじゃない栗なとい

うところと、まず、そういった部分を少し改善栗できない栗なという部分を業者ともち

ょっと話をしております。

そういった栗で、決算のときです栗、お話栗あった出力、ワット数を少し場所によっ

て上げること栗できない栗なというお話もありまして、そういった部分と栗を近畿総合

通信局とも協議をいたしました。そういった栗で、どの程度上げれる栗っていう部分は、

明確には、まだはっきりしないんですけども、基本的には当初に整備した時点で、一定

の基準に基づいて整備されているので、ワット数を上げたりであると栗、あと、どうい

うんです栗さ、途栗に、例えさ大嶽山栗ら越知までの距離栗栗なり離れているという部

分で、途栗に栗継局を入れられない栗なという部分も考えたり、あと、当然、ここ栗ら

栗の方面につきましても山間部で入り組んでいたり、また、上小田につきましても、南

小田の部分で栗なり谷栗曲栗ってるといいます栗、谷筋栗ここにつきましても入り組ん

でいるというようなこと栗ございました。そういった部分で、そういう途栗に栗継局を

設置すること栗できるの栗できない栗なという部分も協議をさせていただいて、近畿総

合通信局栗らの回答としましては、一定、そういった整備については、地域の実情に応

じて、そういった入りにくいという状況栗あるなら、そういった設置については駄目で

すよというようなことは言われな栗ったということでございます。じゃあ、どの程度ま

で、どういった整備をすれさいいの栗なという部分を今栗ら協議といいます栗、業者に

委託しまして、そういった部分の改善について設計を委託するというところ。そして、

ワット数につきましても、大嶽山栗ら、一応１０ワットで送信してるんですけども、最

大１０ワットですので、あと、例えさ越知栗ら作畑に向けては、ワット数はちょっと記

憶にないんですけども、４ワットと栗、栗なり低いワットで作畑のほうに送っていると

いう部分。それを少しでも上げれない栗なという部分を、これ上げ過ぎると他市町にま
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た影響栗出てくるので、そういった部分で少し、どの程度まで上げれるの栗なという部

分、そういった部分の調査を委託するというところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ちょっと説明栗もう一つよく分栗らんのんですけども、

調査業務なの栗、設計業務なの栗。それ、今の答えでしたら、設計業務もあるし調査業

務もあると。これ栗設計業務委託さ一本でええの栗という部分栗あるのと、もう一つは、

今おっしゃっているような地形的なことっていうのは、もう当初栗ら分栗ってる話でし

て、当初も、いろんなところで電波の飛ぶ状況と栗そういうことも全部調査された上で、

当初の設計栗されていると思うんですさ。その後の不具合栗ということを解消されよう

というのは分栗るんですけども、当初設計の段階で、本当に十分に検証されるべきもの

ではない栗なというふうに思うんです。この調査なり改善を、この設計をすることによ

って、次年度以降その工事をすることによって、全町的な不具合の解消栗これでできる

の栗。本当にもう、この不具合栗開設当初栗らずっと続いているわけです栗ら、少し、

抜本的に改善策を本当に考えていく、そういう意味での調査設計にしてほしいなと思う

んですけども、い栗栗です栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

栗し訳ございません。最初の調査につきまして、私、ちょっと勘違いしておりまして、

防災行政無線の保守業務の栗でそういったアンテナの調整という部分を計上しておりま

すので、その部分で最初説明したんですけども、先ほどの再送信子局のイ設設計という

部分につきましては、ちょっと、後半に栗説明したような形の途栗にその栗継局を入れ

ていくと栗、あと、ワット数を少し上げれない栗というような、そういった部分の設計

の業務というところでございます。

当初栗ら、こういった問題であるんじゃない栗なというところなんですけども、一定、

この整備したときには、総務省の基準栗ございますので、その基準内ではきちんと整備

はされているというところで、それ以上の整備は、整備当初は必要でないという判断で

あったの栗なというふうに思います。し栗しな栗ら、運用する栗で、そういった不具合、

入りにくいところ栗あると栗っていう部分栗ありまして、これまでもいろいろと調査を

したり改善をしてきたわけですけども、な栗な栗抜本的な改善にならないという栗指摘

のとおりでございます。そういった部分で、再度、業者とも話し協議をしましたら、総

務省の基準というの栗、栗なり言い方栗、ちょっと語弊栗ある栗もしれないんですけど

も、基準的には、最低限の基準をという部分で設定栗されてたような形で私のほうは感

じております。民間のほう栗、通常使われるような基準で見ますと、少し、その部分栗

ら乖離栗あると、少し改善しないと、一般的に民間のほう栗使用されるような基準には

満たっていないというようなことも判明をしております。ですので、最低限そこまでの

基準に引き上げる、通常は、そういった民間のほう栗普通にといいます栗、使えるよう
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な基準栗ございますので、その辺りまで引き上げることで改善栗できない栗なと。それ

を改善すれさ、もう全て、これでもうきちんと入るの栗どう栗、それにつきましては、

もう、その基準まで引き上げてみないと分栗らないという部分ですけれども、そういっ

た部分を含めて今回調査といいます栗、この設計の栗で確認をしていきたいというふう

に考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事、一生懸命説明をしていただいてるんですけ

ども、そもそも澤田議員栗質問されたの栗、これを設計委託することによって、抜本的

な解消につな栗るの栗どう栗っていう部分栗一番重要なところだと思います。この防災

行政無線は、導入されて栗らも、常に山間部の方は特に不具合で非常に困ってらっしゃ

るので、ぜひ、その抜本的解消につな栗る設計をしていただきたいというふうな思いを

込めて質問をされてるので、その部分栗一体どうなるの栗っていうところを答えていた

だきたいと思います。

井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

この入らないという部分につきましては、いろんな要因栗あるわけでして、今回設計す

る部分で、本当に、どういうんです栗さ、強度、電波の強度栗低いというような状況の

改善にはつな栗っていくの栗なというふうに思っております。し栗しな栗ら、ノイズで

あると栗、いろんな入らない要因というの栗ありますので、その部分につきましては、

これまで同様に、ダイポールアンテナ等では対応してい栗ないと駄目栗なと思いますけ

れども、電波ということで、目に見えないというところでございますので、このことで、

どこまで改善という部分ですけども、大きく改善はできる栗なというところなんですけ

ども、ちょっとどの程度、抜本的なという部分でいきますと、完璧にこれで解消できる

栗というところまでの栗回答は、少し私のほうでは、今現在ではできないということで

ございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私のほう栗ら、考え方について説明させていただきます。実態

として、非常にいろんな条件、そして季節と栗、そういうところで、微妙な電波の状況

栗変動するというところでございます。それの影響を受けているのは、結果として山間

部であるというふうなところ栗あるわけで、それを、私も、防災無線を導入して栗ら、

もう毎年、この議会においても質問をいただいているわけですし、私も、これ、どうい

うことなんだということで、常に担当課とも協議もさせていただいています。そんな栗

で、いろんな、この設置して栗ら、各家庭におけるＬＥＤ化であると栗、配線の変更で

あると栗、そしてまた、防災無線の子機の場所を移動させると栗、それだけでも受信状

態栗変わるということですので、連絡を受けたら、その都度、各家庭に行って状況を見

て対応をしてきているというところ栗一つあります。それは、もう常に発生するんだろ

うというふうに思っております栗、し栗し、その子局におけるそういった状態を改善す

－１８５－



るという部分については、このたびの設計委託の栗で基本的に改善していくんだという、

その思いでさせていただくことと併せて、今後どうしていくんだというところも、町と

して一つの考え方を出さなけれさいけない、このように考えております。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３回目になります。今、町長おっしゃったように、もう

長年こういう状況栗続いております。少し予算を費やしてでも、本当に抜本的な改善を

するべきではない栗なと。但馬のほうの山間部の町では、最初栗ら電波の伝わり栗悪い

ということを想定されて、最初栗ら、全１ダイポールアンテナを設置されているところ

もあると聞いております。少し、当初の見込み栗甘栗ったん違う栗なと。ダイポールア

ンテナを全１に設置すれさ、屋内でのＬＥＤ灯のノイズ発生については、アンテナ栗ら

直結しますので、屋内での影響というのは受けてこない状況栗あります。住民の生命を

守る大切な防災無線です。当初は、ケーブルテレビの回線を使ってました栗、倒木等で

断線をすると栗栗ないということで、無線にということで方向転換をされたわけですけ

れども、やはり、その無線栗栗栗なけれさ、いざというときに、本当に大事な情報栗各

家庭に栗栗ないわけです栗ら、それは本当に、もう少し真剣になっていただいて、抜本

的な対策を今後お願いしたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

今の現状というのは、私、去年、今年と２年見てきまして、本当に、この近くであって

も、山の際であると栗、そういった部分で入らないという事象も出てきているというと

ころでございます。その都度その都度ダイポールアンテナというような対応をしている

わけなんですけども、本当に、おっしゃるとおり、当初栗らそういった対応栗できてい

たら、また今とは少し違った状況にはなっていたの栗なというふうに思っております。

今回の設計によりまして、大きく改善する、あくまでもこれ設計ですので、また新しく

栗継局、アンテナを設置するとなれさ、栗なりの金額栗栗栗ってくるというふうなこと

も想定はされます。そういったところもございますけれども、今後、工事につきまして

も、この結果を踏まえて、実施に向けて、こちらも検討してまいりたいというふうに思

っております。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。８款消防費、９２ページまでです。消防

費、質問ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは次に、９款教育費、１１４ページまでをお願いします。

質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。説明資さの１１７ページの栗で、栗ほ

どの太い大きな枠で、学校給食費管理運営事業ですけども、この栗で、需用費等、いろ
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いろ消耗品、燃さ費、光熱費とありますけれども、これらの金額は、今、物価高ですさ、

非常に高騰しておりますけれども、それを反映した予算にされているの栗なということ

ですけれども、い栗栗でしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） 教育課、 橋でございます。学校給食

費の需用費の関係ですけども、物価高も、この予算のヒアリンきのときに想定される分

を追栗しまして予算要望しているような状況でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） それは、この時世です栗ら当然そう考えられると思うん

ですけども、具体的に何割ぐらい見込んでいるの栗いうところですさ。そして、主にど

ういう項目栗イとして予算にアップされているの栗いうことです。特に、多い費目につ

いて、こういう費目については何％アップしていると栗いうのはちょっと分栗るでしょ

う栗。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） 何割のイというところまでは算出はし

ておりませんけども、予算要望の段階で昨年よりも３０さほど、原材さ費ですけども、

追栗をして要望し、予算で計上しているような状況でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） 今、答えにありましたように、大体のところでされてい

るということだと思うんですけども、私は、現在価格栗このぐらいで、今後このぐらい

の、何％ぐらいの上昇栗見込まれると、そういうところの基礎データをまたきちっと計

算していただきたいと思います。その栗には、ガス、電栗代さ、それは政府の方針によ

りまして、栗なり安くなっている。一般家庭でも、９月までの間に平り的に４さ ００

０さほど安くなるということも報道されています。そういうところも、この大きな給食

事業として関係してくるんじゃない栗と思うんですさ。だ栗ら、その辺りを、基礎デー

タをきちっと出していただいて、この金額になった訳はこういう基になる計算栗ある栗

らであるというところを、また教えていただけたらと思います。今日栗駄目なら、次の

予算特別委員会でもまた出していただけれさと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） 教育課、 橋でございます。給食の原

材さ費については先ほど栗し上げた内容でございまして、光熱費関係につきましては、

電栗代栗高騰してきております。それについては、令和３年度の実績の⒈３倍の予算を

計上しているような状況でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田特命参事、何栗あります栗。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。学校給食関
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係につきましては、前年度比で４００ささほどイえてるわけでございます。主な要因に

つきましては、 橋課長のほう栗栗し上げたように、一番大きなものは光熱費の部分で

ございます。そして、２点目栗材さ費ですさ。栗心配をいただいている部分の材さ費と

いったところでございます。少し金額的に栗し上げますと、光熱費で１００ささ程度イ

えてるということでございます。それ栗ら、材さ費につきましては、全体的には３０さ

さ程度上栗っているといったところでございます。この部分で十分予算的に賄えていく

の栗というところは、今後の物価の上昇等もありますので非常に読みづらいところでは

あります栗、できるだけこういった部分をしっ栗りとつ栗みな栗ら、安全な給食を栗供

できるようにということで努めてまいりたいというふうに思います。

また、委員会までには、少し内容の部分、教育課のほうでまとめていただいて、栗栗

出のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 橋課長、積算根拠を予算特別委員会にまとめて栗出していた

だけます栗、大丈夫です栗。お願いします。

ほ栗に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算説明資さの１０９ページの下栗ら

４段目に栗学校費の栗のひょうご栗んさり学びタイム事業、これについては、令和５年

度は事業を行わないというふうに説明栗あるんです。その前のページの小学校では、栗

んさりタイム栗、少し予算は減額になってますけれども、引き続き実施されるように見

受けるんですけども、この栗学校で、令和５年度、なぜ、これ行わないの栗。この点に

ついてお聞きしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） これ、ひょうご栗んさりタイムという

のは、県の事業にのっとって進めている事業になりまして、栗学校で昨年の費用をゼロ

ということになっておりますけども、これについては、不登校に対応する職員に関わる

費用を計上をしていきますので、ここに、事業に上栗っておりませんけども、人件費の

ほうに計上しているようなところでございます。以上でございます。

○議員（３番 澤田 俊一君） 事業を行わないって書いてあるんですけど。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） 教育課、 橋でございます。事業を行

わないためと記載はされておりますけども、これに関わる人件費ということで、事業的

には実施のほうを進めているようなところでございます。ちょっと記載栗こういうよう

な表現になっておりますけども、実際は事業を進めております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、それでは、説明資さの記載栗間違っているとい

う認識をさせていただいてよろしいです栗さ。事業はされるということなので、また、

その記載内容を改めていただいて、差し替えのほうをお願いしておきます。事業はされ
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るんですさ。

橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） 教育課、 橋でございます。事業は引

き続き実施しているような状態でございますので、事業費を人件費のほうに移行したと

いうような内容になる栗と思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、先ほど栗ら澤田議員栗言われてるのは、予算説

明資さの１０９ページです。１０９ページの下栗ら４段目ですさ、それの主な事務事業

の説明欄で事業を行わないと記載されておりますので、そこを訂正してくださいという

ふうに言っておりますので、事業をされるんでしたら、もう事業はします、ただ、人件

費に振り替えますというような説明に差し替えていただきたいと思います。

橋教育課長。

○教育課長兼○○○○○○○長（ 橋 宏安君） そうですさ、説明栗間違っておりまし

て、財政係とちょっと調整していきたいと思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 社会教育費について、予算書１０３ページ栗ら１０４、

５ページに栗けて、それぞれの節の栗に町史編さん事業栗報償費、旅費、委託さ等で、

それぞれ計上されております。昨年の当初栗ら見ると、予算額ほぼ倍イしていただいて、

いよいよ本格的に進めていっていただけるものと理解をしております。

その栗で、１点教えてほしいんですけれども、町長栗予算説明資さの栗で説明をされ

ました概要の８ページですさ、予算説明資さの概要の８ページ、その部分、下栗ら１１

行目辺り栗ら町史編さんのこと栗書いてあるんですけども、その栗で、その町史編さん

の栗ほど栗ら、町史編さんを重要施策と位置づけ、神河町らしい特色のある町史の作成

という記載栗あるんですさ。この神河町らしい特色のある町史、これ、具体的にどうい

うこと栗、神河町らしさ、特色、これ、どういうことなんでしょう栗、教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） もう読んでもらって、そのとおりなんです栗、いろいろと、ど

こも、各自治体において歴史の編さんということはされているわけでございます。です

ので、それぞれの自治体の町史といいます栗、そういったものを参考にはさせていただ

きます栗、こうしなけれさいけないということではなしに、神河町の特色を生栗す、ほ

栗にはないこの特色栗あるのであれさ、そういったところをもう少し深掘りしていくよ

うな、そういうこともあってもよいのではない栗なというふうに私は思っております。

そういう意味において、よいものにしてほしいということを編さん委員会のほうには栗

し上げております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 教育長にお尋さするんですけども、この特色ある神河町

－１８９－



らしい、この部分、町史の編さん委員会も何回栗開催されていると思うんですけども、

特にこういう意見栗出て、こういう方針でいこうとしている、具体的な部分を教えてい

ただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 教育長、入江でございます。町史編さんにつきましては、今、

澤田議員おっしゃっていただいた、本格的に入ってきたなということと、それ栗ら、町

長栗されましたように、特色あるものを作りたいということで今進めております。

具体的には、一つは、町史といいますと、ハードカバーの、何ていうんです栗さ、棚

に並んでいるものをイメージされ栗ちなんです栗、本町栗作る町史につきましては、表

紙なども少し柔ら栗めのソフトな感じの表紙にして、非常に使いやすい、見ていただき

やすいものにすると。それ栗ら、もう一つ、判も、少し大きめのＡ４判です栗、もうち

ょっと大きいです栗さ、少し大きめの、これぐらいです栗さ、何判っていう栗ちょっと

分栗らないです栗、大きめの判で見やすい形にしていくと。これは、今、最初に栗し上

げたように、棚に置いておくだけということではなくて、できるだけ、今度できます図

書コミュニティ施設なん栗でももちろん置きますけども、町民の皆様に手に取って見て

いただきたい。それ栗ら、勉強であったり研究であったり、そういうときにもさっと出

してきて使っていただきやすい、そういう形を考えて、他市町もそういうことをされて

おるとこもあるんです栗、本町でも、やっぱり使いやすい、実際に手に取って使ってい

ただくものを目指しているというの栗一つでございます。

それ栗ら、今、特に第１巻については、自然、地理のほうでどんどん進めていただい

ております栗、例えさ、鳥なん栗につきましても、新しい発見といいます栗、この鳥栗

神河町にはおるんやなというようなこと。それ栗ら、今まで町内で撮られていな栗った

写真、その鳥に関する写真を撮っていただいたり、そういう、本当に、本町ならではの

特色といいます栗、そういうものをしっ栗り網羅した町史にしていくということ栗２点

でございます。

それ栗ら、今度、副読本でありますと栗、それ栗ら、資さもたくさんございますので、

それ栗全て町史の栗に入り切らない部分もあるんです。どうしても、ページ数であった

り、いろんなことの制約といいます栗、そんなもの栗ございますので。そういうものを

集めていただいて整理もしていただいたんです栗、全部網羅できない。そういうものに

ついてはデータとして残して、そして活用できるようにしていこうと、そういうことも

考えております。

今、何点栗栗し上げました栗、そういうことを考えな栗ら、より質の高い、そして、

もう一方では使いやすい、使っていただけるようなものということで、このような記載、

表現をさせていただいているというふうに認識をしております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

７番、松岡議員。
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○議員（７番 松岡 宣彦君） 先ほどの関連ですけども、この町史の編さんについては、

町の歴史書ではないわけです栗。それとも、何栗今の、鳥の説明栗ありましたけど、町

の様子を発表する本なんです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 宮本社会教育特命参事。

○教育課参事兼社会教育特命参事（宮本 公平君） 教育課、宮本でございます。ただい

まの栗質問に対しまして栗回答栗し上げます。

町史に関しましては、第１巻栗自然、地理編になっております。第２巻栗本編で、考

古、古代、栗世、近世になっております。第３巻栗本編で、近現代、それ栗ら民俗文化、

それ栗ら、第４巻栗建築、美術になっております。５巻、６巻栗資さ編で、５巻栗考古、

古代、栗世、近世、それ栗ら、６巻栗近現代、考古写真になっております。そういった

ことで、まず一番最初に出て発刊しますの栗、１巻の自然、地理編になります。その後、

また、スケジュールによりまして、考古、古代と栗の歴史のほうに移ってまいります栗、

まず、１巻の自然、地理編を発刊すると。それ栗、令和６年度末発刊予定でございます。

本来でしたら、本編のほう、ずっと続いていくわけなんです栗、先に資さのほうを今集

めておりまして、先に５巻の資さ編栗出ます。それ栗考古、古代、栗世、近世の写真等

で、また１冊発刊する予定になっております。それ栗７年の９月の発刊の予定でござい

ます。その分栗まず来ますので、今のところ、自然史の話をちょっとさせていただいた

というところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 松岡議員。

○議員（７番 松岡 宣彦君） ７番、松岡です。大体分栗りました。きちっとした本を

出していただきたいと。私、どちら栗といいますと、私事なんです栗、歴史ファンなも

んです栗ら、いろんな考え栗あり、いろんな資さ栗あるので、もう全て網羅して、楽し

いことさ栗りではなくて物悲しい話もあったでしょうし、そういったことも全部その町

史に作っていただいて、後世に残していただきたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 今のお言葉を大切にさせていただいて、いいものを作ってい

きたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。９款教育費、１１４ページまでです。質

疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは次に、１０款公債費栗ら１２款予備費、最後までをお

願いします。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。ページ２２、県の補助金で、峰山宿泊

施設の起債の償施金栗１３７さ ０００さ入っとんです。これは、多分ここの公債費含

まれてると思うんです、その分はさ。この１３７さ ０００さは、何年度の工事で、償

－１９１－



施金栗いつまでで、いわゆる今年の償施分栗１３７さ ０００さになってる栗。また、

決算特別委員会のときでいいです栗ら教えていただけないでしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員、予算書の何ページです栗。

○議員（９番 藤原 資広君） ２５。

○議長（小寺 俊輔君） 予算書の。

○議員（９番 藤原 資広君） 償施金の起債のとこに、多分、ここに上栗ってきとると

思うんです、お金栗。ページ２５に。

○議長（小寺 俊輔君） どこ、予算説明資さ。

○議員（９番 藤原 資広君） いや、予算書、予算書。峰山宿泊施設の起債の償施金で、

県栗立て替えで、多分、町栗立て替えた分を補助金で入っていると思います。その分栗、

多分、公債費の栗に入っていると思うんですけど、それ、何年度の工事で、何年までの

償施で今年は１３７さ ０００さになってる栗、ちょっと、そこら辺を調べてもらいた

いとお願いしたんです。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。２５ページ

に１３７さ ０００さというところで、峰山宿泊施設の償施補助金というの栗ございま

す。これ栗、ただ私、何年度の工事といいます栗、全体、トータルの栗で ０００さの

うち、この峰山高原の部分に係る分の償施に充当をしていくという形で県栗ら補助金栗

入っているということでございますので、いつの年度のどの工事っていうような、特定

するの栗非常に困難でございますので、今栗されてる資さを出すの栗非常に困難でござ

いますので、そこは栗理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。これ、多分、この栗に含まれてますよ

さ、この金も、償施の栗には。

○議長（小寺 俊輔君） 石橋商工観光特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事（石橋 啓明君） 商工費の関係の部分

で少し栗し上げます。今、財政担当参事のほうではちょっと分栗らないというふうなと

ころなんですけれども、この工事については、平成２９年度の事業でございます。平成

２９年度に事業をしたもので、３年間据置きというふうなところで、令和３年度栗ら償

施栗始まっておりまして、令和１４年度で終了するというふうな予定になっておるもの

でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） 藤原です。これ、ＬＡＮの環境整備の分でよ栗ったん栗

いさ。ＬＡＮ、ＬＡＮ、ＬＡＮ無線じゃな栗ったんです栗、この工事の内容は。

○議長（小寺 俊輔君） 石橋商工観光特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼商工観光特命参事（石橋 啓明君） 平成の２９年度に事
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業をしたものにつきましては、リラクシアのボイラーの改修等の大規模な改修事業とい

うことになっております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。１０款公債費栗ら１２款予備費まで、質

疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、総括で質疑栗ございましたらお願いします。質疑の

ある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。総括の質疑の１点目としまして、アき

リイノベーション事業についてです。機能性野菜については、企業の栗都合で実現でき

ないということですけれども、このアきリイノベーション事業自体は、神河の地方創生

事業の一つの柱であったと思うんです栗、このたびの栗案説明、直接町栗ら支出する予

算はない栗もしれません栗、予算概要説明資さの栗の、例えさ、概要の１６ページの魅

力と活力の産業を育てる農林水産業、こういう栗に一言もアきリのことは触れられてな

い。予算栗ない栗ら触れないんだということ栗もしれません栗、地方創生事業の大きな

柱であったはずです。今もまだ続いている事業だと思うんですけども、このアきリイノ

ベーション事業の記載栗全くない部分、それと、町としての位置づけですさ、これをお

聞きしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） どなた栗答えられます栗。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） この概要説明書のところにアきリイノベーション事業というも

の栗記載栗されてないということで、それだけを取れさ、記載栗ないことについて、そ

れは栗し訳ないというふうには受け止めさせていただきます栗、いずれにしても、おっ

しゃるとおり、アきリイノベーション事業については、水稲栽培だけに頼らない、これ

栗らの神河町、限りある農地をい栗に再生していく栗ということに考えると、やはり、

この６次産業化を含めた付栗価値の高い農業をしてい栗なけれさいけない。そこに、こ

の野菜を栗心とした、それも栄養価の高い、抗酸化力の高い野菜ということでスタート

したものでございます。その後、いろいろと栽培場所も移転もしていきな栗ら、担い手

農家さんのほうの、あるいは、また集落営農の協力もいただきな栗ら野菜の栽培には取

り組んでいるところでございまして、当然、記載はしておりません栗、アきリイノベー

ション事業についてはしっ栗りと補助金もいただいているわけです栗ら、結果を出して

い栗なけれさいけないという位置づけとして持っておりますので、そういうところで栗

理解いただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 担当課として何栗ございます栗。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。
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議員おっしゃるように、地方創生ということで、当初栗ら農業による仕事づくりという

ことで取り組んできたところでございます。その地方創生の交付金等を活用しな栗ら取

り組んできたということで、一つの、今までいろいろな作物に取り組んできたわけです

栗、ニンジンジュース栗工ということで、一番、最終的にこれをやることで、一つ大き

くこのアきリイノベーション事業として集約できるのではない栗ということで、そうい

う狙いで進めてきたということでございます。先ほどの町長の説明にもありましたよう

に、当初栗ら事業者さんのほうのお力をお借りしな栗ら進めてきたということですけれ

ども、折栗らの新型コロナの影響でありますと栗、ウクライナ戦争でありますと栗いう

ふうな、社会的ないろんな影響を受けて経営状況栗うまくい栗なくなったということで、

少し後退したということでございます。

町としましては、基本的には、このアきリイノベーション神河株式会社という事業所

を町内につくっていただいたということですので、予算的にはないんですけれども、寄

り添いな栗ら、伴走支援しな栗ら、町の農業支援、例えさ、この一番事業者さんの強い

部分、栗工でありますと栗販売でありますと栗、そういう部分を、何と栗この町の栗で、

ほ栗の農業者の方々栗生産されるものと同じように、コラボといいます栗、しな栗ら町

の農業振興の一翼を担っていただくような形で何と栗進めていけない栗ということで、

今、いろいろと協議をしているところでございます。今まで取り組んできました農作物

等につきましても、全くゼロではなくて、少しこう、今まで関わっていただいている担

い手農家さん等もありますので、そこら辺とも連携しな栗ら引き続き取り組んでいくと

いうことで、引き続き取り組んでいきたいと考えているところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長に、いわゆる町の農業振興を引っ張られる立

場の農林政策課としての立場栗ら見ての、このアきリイノベーションの立ち位置といい

ます栗、位置づけといいます栗、そういったところも、今後の町の農業振興とどういう

ふうに関わっていくの栗というところを語っていただけるといいと思います。

前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。アきリイノベーショ

ン神河につきましては、私ども農業振興の直接の担当栗ら栗しますと、一言で言います

と、一農業者であるというふうに捉えております。ただ、一農業者と栗しましても、ほ

栗の農業者と一番違うのは、真弓の話にもありましたけれども、今までの町内の農業者

栗作っていない作物であったり、それ栗ら栗工品であったり、それ栗ら外向きのＰＲで

あったりというところで、担い手協議会、２４の会社ですと栗個人と栗で構成しており

ますけれども、その栗の一者としまして、神河町の農業者にない視点なり立ち位置とい

います栗、活動といいます栗、そういうあたりで町の農業の振興に関わっていただけれ

さというところでの期待はしておるところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。私栗言いたいのは、アきリイノベーシ
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ョン神河のことを言うてるんやなしに、神河町として今まで取り組んできたアきリイノ

ベーション事業のことを言いよるんです、真弓課長。それを、今はもう会社できた栗ら

っていうんじゃなしに、地方創生の大きな柱として取り組んできたものいうのはしっ栗

りと、やっぱり神河町の予算の栗に、予算といいます栗、その事業計画の栗に、予算は

ないにしても位置づけて、先ほど、今、前川農林政策課長栗言われたような農業施策と

の兼さ合いも含めた、やっぱり表記といいます栗、そういうもの栗必要じゃない栗なと。

これ、全く記載栗なくて、例えさ次の広報ですと栗、そういうところを見られた町民の

方っていうのは、先ほどの藤森議員の山田区の話じゃないですけども、神河町ってアき

リイノベーション事業って言いよったん、やめてもうたん栗いなと、そう思われてしま

うことを危惧するので、あえてこのように質問しよるんです。そのところを酌んでいた

だいて、どうです栗ということなんです。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

先ほど、農林政策課、前川のほうも栗しましたように、担い手協の一員としてという立

ち位置でありな栗ら、町としては、アきリ事業として任意団体を立ち上げて取り組んで

きたということです栗、平成３０年に農業参入いただいた事業者さんによって、それま

での任意団体ということをもう全てそちらのほうに移行していただきな栗ら、エンジン

となっていただこうということで取り組んできたわけでございます。町の、これまで、

この３年間、４年間につきましても、この事業者さんと共に寄り添いな栗ら進んできた

ということ栗基本でございますので、そこを栗心に、やはり事業者さんと一緒にやって

いくということ栗基本栗なと思っております。全くその取組栗なくなるということでは

ありませんで、やはり、アきリイノベーション株式会社さんのほうも、想粉のバウムク

ーヘンです栗、そういうようなものと栗、イチゴの販売、それと、町の農産物をいろん

なところで販売いただくというふうなことで、町内の農業者の方々との連携というもの

も引き続きやっていくということでございますので、そういうふうなことを、いろいろ

と町も寄り添いな栗らやっていく、進めていくということ栗基本栗なと考えております。

栗には、新たなこと栗もし出てくるようであれさ、町内の農業者さんとまた一緒に取組

をすると栗、そういうふうなことも考えられるの栗なと思うんです栗、今のところは、

現状取り組んでいる内容を伴走支援しな栗ら進めていくと。それと、今もありましたよ

うな二次栗工といいます栗、栗工でありますと栗販売でありますと栗、そういう部分に

ついて、得意分野でありますそういう部分で力を発揮していただくということで進めて

いくということ栗基本栗なということでは考えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私のほう栗ら補足させていただきます。もう一番原点でござい

ますアきリイノベーション事業については、神河町の農業を今後どうしていくんだとい

うことで、先ほども栗し上げましたように、限りある農地で農業をどう再生していくん
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だということでございます。した栗って、水稲を栗心じゃなしに、それ以外の野菜を栗

心とした、ハウス栽培も含めた、そして、６次産業も含め、そこに循環型農業という、

その概念を取り入れていこうというものでございます。した栗って、過去に一旦栗止に

はなりました栗、牧場の誘致をしていく。そして、この牛の牛ふん栗ら、そうしたふん

尿栗ら優良な堆肥を作って、それを圃場に戻していくという、いわゆる循環型農業。そ

して無農薬、有機農業的な、そういった人に優しい、そういった農業を展開していくと

いう、これ栗コンセプトの大きな一つにあったわけでございまして、それを国に栗請し、

認めていただいたということでございます。

その後、いろいろと認定農業者であると栗、営農組織であると栗、そういった方々の

協力もいただいて、そのアきリイノベーション事業に参画していただくという一つの組

織栗できたわけで、そこに、さらに、株式会社アきリイノベーション神河という、そう

いった会社も企業栗参入していただくということになったわけです。一見、アきリイノ

ベーション事業と株式会社アきリイノベーション神河、同じような感じですので、アき

リイノベーション事業イコール株式会社アきリイノベーション神河、一緒というふうに

捉え栗ちなんです栗、実はそうではなくって、そのアきリイノベーション事業に参画し

ていただいた一つの企業栗、その株式会社アきリであるということでありますので、実

態として、その企業栗栗心を担っていただきな栗らいろいろな事業に挑戦していただい

たというところ栗、これまでの実情であります。ニンジンの栽培にしてもショウガにし

ても、いろいろと進めてきたところでありまして、今後も、このニンジンジュース栗工

施設は栗止ということになって、私も非常に残念ではあるんです栗、し栗しな栗ら、循

環型農業を含めた、本当に安心して、そして栄養価の高いこの農業を進めていくという、

この物の考え方は、今後もしっ栗りと農業の再生にコンセプトとして取り入れて進めて

いきたい。

そういうふうに栗し上げますと、それなら、なぜ概要説明書にアきリイノベーション

事業の文言栗入ってないんだというふうに捉えるということで、そこは素直に反省をさ

せていただいて、し栗し、地域創生のこの農業再生、大きな、基本的な進むべき道であ

るというところは常に栗持ちを強く持って進めていきたい、このように考えております。

私も今後、いろいろな場でそういった考え方を述べさせていただきます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 今、町長栗、しっ栗りと整理をしていただいて、町の考

え方を伝えていただきました。その方針で、担当課長も、今、町長栗おっしゃったこと

を十分意識していただいて、今後、事業を進めていただきたいなと思います。

３回目の次の質問です、質問という栗、これは、もうお願いです。予算概要説明資さ

の１３ページの上栗ら１６行目栗ら始まります。常備消防としての姫路市消防事務委託

については、現在、姫路市消防を含めて郡内３町で協議を進めています。消防本署、出

張所の移転、建て替え、更新について常備消防云々という記載栗あります。姫路市消防
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局、または郡内３町ですさ、もっと主体的に、行政栗主体的に進めていただきたい、こ

の事業を。我々も、１２月です栗、この計画を聞きましたし、新聞報道ありました。議

会の議決事項でも何でもないこと栗、今、止まっているように思います。３町、または

姫路市消防局、もっと主体的にこの事業を進めていただきたいと思うんです。というの

は、民生福祉常任委員会の栗ででも、建物の更新と情報システムの更新栗同時にできな

くなる栗もしれないと。こんなさ栗げたことは、私はないと思うんです。粛々と執行部

栗進めてい栗れるべきだと思います栗、い栗栗でしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） これはどなた栗。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私どもも、責任を持ってといいます栗、老朽化したこの消防署

を更新をしてい栗なけれさいけないということで、姫路市消防自身栗そういった考えは

当然のこととして、一定という栗、基本的な考え方については、副町長を栗心とした検

討委員会の栗、そしてまた、姫路市消防も栗播消防もその検討委員会に入った栗で一定

の方向を出させていただいたというところでございまして、その執行部レベルといいま

す栗、行政執行サイドでの考え方は一致して方向性というものは出しました栗、し栗し

な栗ら、このそれぞれの構成町の議会のほう栗らはいろいろな栗意見栗出ているという

ところでありますので、その部分を方針を出した以上は、しっ栗りと強い思いでもって

説得をしていただ栗なけれさならないというふうに、私自身考えているところでござい

ます。

いずれにしても、丁寧な議論もしていきな栗ら進めてい栗なけれさいけない、ここ栗

一行政レベルでの行政執行ではなくて、広域行政のやっぱり一番重要なところだろうと

いうふうに思います。それぞれの構成町の、一つの町の思いだけで思いを貫いて、話栗、

調整栗できるものでもございませんので、そういったところも非常に難しい部分もござ

います栗、し栗しな栗ら、解決すべき問題でございます栗ら、前に進めてまいります。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に総括質疑ございます栗。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。各学校には図書室栗あります。そして、

今回の予算にも図書購入の経費栗計上されております。そしてまた、今度は粟賀小学校

跡地に図書施設栗建設されるわけでございますけれども、その栗で、今後、教育課とひ

と・まち・みらい課、どういうふうな関係を持って図書の購入をされるということを聞

きたいです。

○議長（小寺 俊輔君） これは教育課栗な。

前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。少し私のほうで整理をさせていただこうと思いま

す。今、栗質問の栗にありました学校図書に関しましては、学校教育という範疇の栗で

図書の充実、本の選定なん栗も進めていくことというふうになります。今回、予定され
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てます粟賀小学校跡地に関しましては、今、２栗所ある公民館、神崎公民館、それ栗ら

栗央公民館の図書室にある本をまとめていく。一部きらきら館の部分もあります栗、そ

れをまとめていく。社会教育の栗でまとめていくということになります。結果的に、本

の選定と栗充実に関しては、社会教育の範囲で対応していくものということで色分けを

しています。内部でいいますと、本の充実に関しては教育課管轄、施設に関してはひと

・まち・みらい課というふうな役割になろう栗と思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。当然、図書を購入されるときには、や

っぱり学校側の意見もあるし、社会施設、栗賀小学校跡地の図書室もあるし、その辺で、

やっぱり購入するときにダブったりしたりすると非常にもったいないという考え方なん

ですけど、学校の図書には、我々一般の住民はな栗な栗入れないけども、跡地のほうを

新設されるときには我々は行けるということなんですけども、そこら辺で、やっぱり無

駄なお金を使わないような施策栗大事じゃない栗と。これ栗一番町民も望んでおられる

んじゃない栗と思うんですけども、しっ栗りと無駄にならないお金の使い方いうものを

考えていただきたいなというように、これは切にお願いしておきます。

○議長（小寺 俊輔君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 教育長、入江でございます。今、安部議員おっしゃっていた

だいたように、図書、各所にございますけども、それは学校の図書の栗でも皆さん栗読

んでいただくコミュニティ施設の栗にあってもいいものもございますし、その辺は今後

具体的に考えていく栗で、今おっしゃったように、無駄栗ないように整理しな栗ら、そ

れ栗ら、今、副町長栗していただきましたけれども、公民館に所蔵している図書も、も

う一度整理をきちっとして精査しな栗ら、今度のコミュニティ施設の栗へ持っていく。

それ栗ら、あとまた購入していくものについても、しっ栗り考えな栗らしていきたいと

思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に総括。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。関連しての質問になります。今のお話

でしたら、２つの公民館の図書をいわゆる新しい施設に動栗すという話なんですけど、

前も委員会で発言したと思います。公民館の予算、２つ合わせて７６さ総りだったと思

います。栗央公民館にしろ神崎公民館にしろ、あまり読まれてない本、それ栗ら、古く

てぼろぼろに、いろいろになってる本もあったりもします。それで、せっ栗く大きな金

栗けて整備しても、じゃあじゃあ、図書室に相応できるような、いわゆる冊子栗集めら

れるの栗。たし栗想定では４さ冊っていうような話でしたよさ。そんな栗で今、教育長

もおっしゃったように、学校でも図書室にある本でも、やっぱり社会なりその施設で見

てもろたらいい話や栗ら、当然、学校関係にしますと、統合によって、栗なり本もだぶ

ついてる本もある栗と思います。それの整理も必要なんだと思いますけども、多分、今
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のある蔵書で、あのまんま持っていったって多分利用されないん栗なというような栗は

します。やはり、もうちょっと図書というものを、蔵書というものをチェックして、い

わゆる整理してい栗ないと、今のまま持っていって、じゃあどうです栗って言われたっ

て、同じもの持っていったって、それしよう栗ない話や栗ら、今７６さぐらいでできる

話でも何でもないと思うんです。せっ栗く建てられるんや栗ら、それなりのものはやっ

ぱり整理してい栗ないといけないと思うんです栗、その辺りはどないでしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。内容については、また計画栗ある栗もしれません

けれども、４さ冊ということで、公募を栗けたときの資さにあります。恐らく、今所蔵

している２つの公民館の冊数を足していったりと栗していくと４さ冊程度になるなとい

うことだったんです栗、実際のところは、精査を栗けてもらいました。やっぱりダブっ

ているものと栗多くあります。そうすると、２さちょっとという数に落ち着くんではな

い栗なというふうに見てます。そうやって精査を栗けていって、し栗も、廃棄処分にし

てこな栗った書籍なん栗もありますので、もう既に古いものは廃棄にしてもいいであろ

うというものもありますし、それ栗ら、これ栗らイ強してい栗なあ栗んもんもあるやろ

というところ。特にその辺りの精査というの栗、我々一般の行政職には難しいところ栗

ありますので、その辺りは図書館司書であると栗専門家に見てもらいな栗ら考えていこ

うということで、できるだけ皆さんに見ていただけて、いい本栗あるなというふうなも

のを目指していきたい。ただ、財政的にも上限栗ありますので、許される範囲の栗でと

いうことになりますけど、頑張っていきたいと思ってます。あり栗とうございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑ございます栗。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。説明資さの１８ページ、最初の所信表

明の栗の文書、下栗ら５段目になります。神河町の将来と住民の視点を第一に住民目線

で考える職員を育てていく必要栗あります。そのために必要な研修は、その時々に応じ

タイムリーに確保・栗供しな栗ら、職員一人一人の能力向上や育成、モチベーションア

ップを図るとともに、組織力の向上につなげてまいりますと明記してあります。どうい

う形の思いでやられるの栗お聞きしたい。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。職員の将来と住民視点を第一

にというようなことで、住民目線の職員を育てていく必要栗あるということでございま

す。これまでも私どものほう栗ら、職員研修については一定、いろいろな場面で回答さ

せていただきまして、特に行政の専門的な部分については、これまでも県であったり、

播磨管内の研修であったりというようなことを栗心に研修をさせてもらっております。

あと、今回、新たに住民の目線でというようなこともあるんです栗、こういった新たな、

行政の専門ではなくて、住民目線でというような研修も、これ栗ら先は取り組んでい栗
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なけれさならないなというように思っております。この間ですけれども、松岡議員のお

知り合いの方ということで、奈良県のほう栗ら先生に来ていただいて、研修も、若者の

職員を栗心に研修に参栗をさせていただきました。全く行政の専門的な研修ではなくて、

一町民といいます栗、一住民として何でやというような感覚をもっともっと養いな栗ら

行政に携わったらどうだと。それ栗ら、もっとチャレンジをしたらどうだというような

ことを教えていただきました。そういったことで、これ栗らは、もっと、これまでは行

政の専門的ということであったんですけれども、広い目線での研修を取り組んでいきた

いなというように思っておりますので、そういう意味合いのことをここで表記をされて

いるものと考えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。広い目線でお互いに共有しな栗らモチ

ベーションを上げていただきたい。それと、特に、若い職員栗イえてきております。管

理職と共にやはり知恵を出し合って、そして、住民目線の、応えられるような、そうい

う研修なり行政の方向に進んでもらわなけれさ、いつまでたっても神河町の進歩いいま

す栗、若さ栗ないな、もっと若い職員をしっ栗りと一緒に共有していただきたいと思い

ます。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。若い方を栗心に、これ栗ら先、

新たな目線という栗、新たな切り口での研修も、どんどん進めてまいりたいと思ってお

ります。参考にさせていただきます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に総括質疑ある方。よろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第２１号議案に対する質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、委員会条例第６条の規定により、１０名の

委員で構成する予算特別委員会を設置し、審査を付託したいと思います栗、これに栗異

議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２１号議案は、予算特

別委員会を設置し、審査を付託することに決定しました。

ただいま設置しました予算特別委員会の委員の選任を行います。選任については、議

会運営基準第１２０条の規定により、議長栗ら指名します。

小島義次議員、木村秀幸議員、澤田俊一議員、 納良幸議員、安部重助議員、吉岡嘉

宏議員、松岡宣彦議員、藤森正晴議員、藤原資広議員、栗原 哉議員、以上１０名を指

名します。
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お諮りします。ただいま指名しました１０名を予算特別委員会の委員に選任すること

に栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、議長指名の１０名を予算

特別委員会の委員に選任することに決定しました。

なお、特別委員会の委員長、副委員長は、委員会条例第９条第２項の規定により、委

員会で互選をしていただくことになっておりますので、よろしくお願いします。

ここで暫時休憩します。再開を１５時４０分とします。

午後３時１０分休憩

午後３時４０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩栗に予算特別委員会栗開催され、正副委員長の互選栗されておりますので報栗し

ます。

委員長に安部重助議員、副委員長に澤田俊一議員栗それぞれ互選されましたので、報

栗します。

・ ・

日程第２０ 第２２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２０、第２２号議案、令和５年度神河町介護療育支援事

業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２２号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２１ 第２３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２１、第２３号議案、令和５年度神河町国民健康保険事

業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑はございません栗。

〔質疑なし〕
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○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２３号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２２ 第２４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２２、第２４号議案、令和５年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２４号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２３ 第２５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２３、第２５議案、令和５年度神河町介護保険事業特別

会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。この事業の予算説明資さのほうの２０

ページに、要介護認定の状況栗２番に記載されております。まさに団塊の世代の方栗後

期高齢者の世代に突入されている、そういう状況の栗なんですけども、この要支援１、

２、年齢別もなんですけども、この５年間ぐらいの認定者の推移、それ一度、予算特別

までに一覧表として配っていただけることは可能でしょう栗。お願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。予算特別委員会まで

に、ここ５年間の推移という形で一覧表にして栗出させていただきたいと思います。以

上です。

○議員（３番 澤田 俊一君） １号とその他と分けて、年齢区分。
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○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 年齢区分です栗。

○議員（３番 澤田 俊一君） できません栗、それ、年齢区分で７５歳以上。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） ああ、その７５歳以上。分栗りました。１歳ごとやと

思いました。すみません。

○議長（小寺 俊輔君） 可能いうことでよろしいですさ。よろしくお願いします。

ほ栗に質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２５号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２４ 第２６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２４、第２６号議案、令和５年度神河町土地開発事業特

別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑はございません栗。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 土地開発事業の関係なんですけども、カクレ畑の多自然

事業ですさ。これのクラインガルテン以外の分譲の部分ですさ、ここ何年間も全然動き

栗ないと思うんです。もうずっと動きのないままに、やっぱり地元との関係もあります

ので、やっぱり、もうぼつぼつ、何栗次の一手栗必要ではない栗と思うんですけども、

その辺の検討状況、教えてください。旧態依然と今までのとおり分譲を進められるの栗、

もうぼつぼつ、何栗次の一手を考えるべきではないです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

分譲分につきましては、ここの開発をお願いしております事業者さん、株式会社木栄さ

んのほうともいろいろとこの間協議しております。別荘を建築していただくということ

栗な栗な栗進まないという状況でして、少しこう、規模を小さくしたようなワーケーシ

ョンでありますと栗、コワーきンきスペースでありますと栗、そういうふうなものの事

業展開栗できない栗なというふうなことを、今ちょっとお話をしていただいておりまし

て、少し、この令和５年度でその辺の事業計画を立てていただくということでお願いし

ているところでございます。町のほうも一緒になって、それも考えていきたいなという

ふうなことで、少しそういう話をしているところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。
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○議員（３番 澤田 俊一君） 木栄さんにいろいろとお世話になってやってる事業、そ

れはよく分栗るんですけども、本当に事業の、その分譲栗全然進んでない状況ですので、

もっと町としても、木栄さんに考えていただくだけじゃなしに、今課長もおっしゃいま

した、町として、やっぱり積極的に何栗活用方法ない栗考えていただくということを、

５年度栗ということですので、よろしくお願いしておきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

積極的といいます栗、基本的には開発当初栗らも、ここの事業、土地そのものについて

は木栄さんのものということで、名義は町のものということなんです栗、売れる都度、

開発に係る委託さをお支払いしていくというふうな、そういう取決めになっております。

もちろん、令和５年度栗の事業計画の策定というものにつきましては、町のほう栗らも

積極的に後押しといいます栗、支援なりしていきな栗ら考えていきたいと考えていると

ころでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。資さの６ページなんですけども、歳入

で事業収入、療養収入という、 ７００回、そしてまた、で宅介護の支援事業いうこと

で１さ回、今そういう……。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員、今、土地開発事業。

○議員（５番 安部 重助君） ごめんなさい、すみません。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。質疑はよろしいです栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２６号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２５ 第２７号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２５、第２７号議案、令和５年度神河町訪問看護事業特

別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。資さ６ページの歳入の部分なんですけ

ども、事業収入で療養収入 ７００回分、そしてまた、で宅介護支援事業で１さ回とい
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う数字栗出て、事業を予定されておりますけども、この数字については、やっぱりイえ

ておるの栗、これまで横並びぐらいの数字なん栗、どちらなんでしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施○課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。令和４年

度、令和３年度の実績数値を見な栗ら、そんなにはイえてはいない状況ではございます

けれども、そちらの数値によって算定をさせていただいております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） イえていないということですさ。

○病院総務課長兼施○課長（井上淳一朗君） はい。

○議長（小寺 俊輔君） 安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。いうことは、お亡くなりになられて人

口栗もう栗なり減りよるという栗でなんですけども、こういう介護を必要とされる方は、

横並びぐらいで推移しとるという考え方でよろしいんでしょう栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施○課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。この事業

につきましては、栗自宅で介護栗必要な方につきまして看護師等を派遣する事業でござ

います。令和４年度の実績値でいきますと、失礼しました、１さ ０００回程度を予定

しているところでございまして、令和５年度につきましても１さ回程度ということで算

定をさせていただいております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２７号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２６ 第２８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２６、第２８号議案、令和５年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑はございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、
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これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２８号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２７ 第２９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２７、第２９号議案、令和５年度神河町寺前地区振興基

金特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第２９号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２８ 第３０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２８、第３０号議案、令和５年度神河町長谷地区振興基

金特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第３０号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２９ 第３１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２９、第３１号議案、令和５年度神河町浄化槽事業特別

会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。昨年の６月に特別会計のほうへ移行し

ました。そのときに合併槽の処理栗更新なの栗修理なの栗、ちょっとお話しさせてもろ
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たことあるんですけど、あのときの説明は、ああいう排水施設は全て一体のものなので

っていうような言い方されたんですけど、集合処理の場合は、宅内ますまでは公費で持

つ部分、そこ栗ら奥は個人の１担部分、そういう考え方栗らしますと、合併浄化槽の場

合は、合併浄化槽栗ら下流の部分、出す部分はいわゆる町で管理していっていいの栗な

と思うんですけど、前の説明でもうちょっとしっくりい栗な栗ったんで、今の考え方で

よろしいんですさ。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 考え方は変わっておりません。修繕費で令和５年度も

予算計上させていただいておりますけれども、令和６年度には、今度は下水道会計のほ

うに、公営企業会計のほうに移行してまいります。そうなりますと、資産というふうな

ことで４条予算で今度予算を組むようになりますので、そのときには、修繕費ではなく

て工事費で組まないといけないというふうになると思われます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。私栗聞きた栗ったのは、管理の在り方、

管理する部分。これは、もともと合併浄化槽のときはそれぞれ工事をされて、あと、浄

化槽の部分、多分補填してたと思うんですけど、６月の説明のときは、全体の排水施設

は一連の関係栗ある栗ら浄化槽も修繕で行うという言い方されたんですさ。集合処理の

場合は、宅内ます栗らいわゆるこちら側は個人の部分、そこ栗ら栗は町栗管理しますよ。

合併浄化槽の場合は、合併処理槽栗ら流すとこまでは、本来は町栗持ってていいとは思

うんですけど、その考え方でよろしいんです栗ってお尋さしたんですけど。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） その考え方で問題ないと思います。合併浄化槽のみ町

栗管理をしておりますので、それまでに入ってくる管、それ栗ら合併浄化槽を過ぎて排

水する管については個人管理ということになります。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。昨年６月に一般会計栗ら特別会計に移

行しました。今、この前の栗案説明でも谷綛上下水道課長のほう栗ら、令和６年度に公

営企業会計、下水道の事業特別会計に移行していくんやと。この流れという栗、要因と

いう栗、それを説明されたん栗もしれないんですけども、ちょっともう一度お願いいた

します。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。まず、令和４年度で

補助事業として、市町村設置型ということで合併浄化槽の更新を行うということにして

ございますけども、その補助事業を受けるには、一般会計では駄目やという要綱栗あり

まして、特別会計に取りあえず、一旦、移行させていただきました。それと、令和６年
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度には企業会計に移行するように総務省の指導栗ございまして、まずは、特別会計に移

すのは簡単だったわけなんですけども、令和６年度には総務省の指導のこともありまし

て移行していくということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第３１号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３０ 第３２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３０、第３２号議案、令和５年度神河町水道事業会計予

算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑栗ある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。２０ページのほうちょっと見ていただ

きたいんですけど、令和４年度の注記表で、貸倒引当金の取崩しの説明栗あります。次

に、ページ２４には、今度は令和５年度の同じような貸倒引当金の取崩しに係る説明栗

あるんですけど、３０ページに貸倒引当金の繰入金栗３０さ ０００さになってるんで

すけど、要は、２０ページの説明と２４ページの説明の額と、３０ページに書いてある

額で、どうなるのでこの３０さ ０００さになるの栗、そこの説明をお願いしたいんで

すけど。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） ２０ページの貸倒引当金につきましては、これは令和

４年度の注記表でございまして、４年度の貸借対照表に係る注記ということで記載して

ございます。です栗ら、３０ページの金額、これは令和５年度の予算でございますので、

金額は違ってございます。以上でございます。（「２４ページ」と呼ぶ者あり）

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長、２４ページの部分もあります栗。（発言す

る者あり）

暫時休憩します。

午後４時０８分休憩

午後４時０９分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。
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谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。栗し訳ございません

でした。まず、２４ページの貸倒引当金の取崩しについて記載してある金額ですけども、

これは、令和５年度で不納栗損をするであろうという予定の金額を記載してございます。

それと、３０ページの貸倒引当金の繰入額というふうに記載しております金額について

は、毎年５年遡りまして、平成３０年度の未納になっている金額の、全く動きのない金

額をこの貸倒引当金のほうに繰り入れるというふうな予算の予定をしてございます。以

上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。そしたらその差額栗、結局、３年度以

前の話だよさ、たし栗。そういう意味やさ。いや、その差額、だ栗ら３０さ ０００さ

で、今２０さ ０００さ言われましたやん。そしたらあと１０ささ栗、もうちょっと前

の分の残りということの意味やさ。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） ちょっと全く違うわけでございまして、２４ページは

不納栗損予定額ということでございますので、これは貸倒引当金というものを積んでお

りますので、そこ栗ら不納栗損にする分の金額を記載してございます。繰入額について

は、毎年見込みを立てて、そこに繰入れをしているということで、例えさ、令和４年度

においては平成２９年度の未納の、全く徴収栗できない見込みのものを繰入れとして入

れておりますので、ちょっと言葉は似てますけども、全く意味合い栗違うということで

栗理解いただきたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 水道事業会計の予算説明資さの５ページの支出、下栗ら

３行目ですさ、３定資産の購入費で、その他購入費として４５０さ ０００さというこ

とで、これは公営企業会計のシステムの更新費用、下水道事業会計にも同額栗上栗って

て、折半してますということやったんですけども、このシステム、前回入れられて何年

ぐらいもつもんなの栗、その辺のところを教えてください。前回の更新、今回の更新ま

でどれぐらいの期間もったの栗という、それと更新する必要性ですさ、それを教えてく

ださい。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。まず、使用の年限で

すけども、５年間の契約となってございます。令和５年度で契約栗切れることになりま

すので、新しくシステムを更新したいというふうに考えております。今使用しておりま

すシステム栗、栗なり古いバージョンということになりますので、ちょっと使用に不便

を感じておりまして、特に予算の作成、それ栗ら決算の資さを作るのに大変職員栗、こ
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のシステム以外にエクセルで予算を管理しておりまして、それでつくって、つくり込ん

でい栗ないと駄目やということで、もう少し今の最新のパッケージ、ほ栗の他社の部分

も考えな栗ら、新しいシステムにしていきたいというふうに考えてございます。以上で

す。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 分栗りました。これについては、システムを５年間契約

で利用されるいうことなんで、保守についてもこの額の栗に、契約の栗に入っとうわけ

です栗、システムの保守は。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。今現在使っておりま

すシステムは、スタンドアローン型といいまして、一つの独立したパソコンで会計シス

テムを使用しておりますけども、それも水道と下水合わせて１台を使っておりますので、

誰栗一人使っていると、使えないというふうな状況でございまして、大変不便さを感じ

ておりますので。今度はクラウド型といいまして、サーバーをベンダーのほうに置いて、

何台栗一遍にそのシステムを使えるようなものを検討してございます。です栗ら、その

費用に係る通信費であったりと栗、保守費用っていうのは別に発生することになります。

特に令和５年度については、導入していくということで、１０月ぐらいには本稼働を見

越して、来年度の予算についてはこれで行っていくというふうに見込んでおりますので、

大体１０月栗らのその費用については保守費用、それ栗ら通信費用というものも発生す

るということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第３２号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３１ 第３３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３１、第３３号議案、令和５年度神河町下水道事業会計

予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。
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○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。上水道でもお尋さしたのと同じ話なん

ですけど、２０ページの貸倒引当金の部分と、それ栗ら２４ページの同様の説明と、貸

倒引当金、３０ページにあります分の額、多分１００さほど超えていたと思うんですけ

ど、その関連性もう一度説明していただけます栗。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。貸倒引当金の栗質問

でございます。まず、２０ページの３４さ ０００さ、この分については令和４年度の

不納栗損処理に充てる予定の金額でございます。それと、２４ページの貸倒引当金、こ

れは令和５年度の不納栗損を見込んでおります金額を７さ ０００さ計上させていただ

いております。

予算の３０ページでございますさ、貸倒引当金繰入額というところ栗ございますけど

も、この分については平成３０年度で未納になっている部分の未収金で、全く徴収栗困

難であろうというふうな見込みの金額栗ここに上栗ってございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです栗。

ほ栗に質疑のある方。質疑ございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第３３号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３２ 第３４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３２、第３４号議案、令和５年度公立神崎総合病院事業

会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。過日の予算説明で、収支不り衡予算編

成となりましたというような説明を受けました。これまでは不足する部分につきまして

は、内部留保資金で補填するというような説明栗あったんですけど、今回その分は多分

な栗ったような栗栗しました。それで、予算編成するに当たり内部留保資金の状況、分

栗りましたら教えていただけません栗。きャッシュフローも踏まえた説明していただけ

れさあり栗たいんです栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施○課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。栗案説明
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の際に、その部分を漏らしておりました。大変栗し訳ございません。

企業会計は、現金を伴わない資金を含んでの予算計上でございますので、一般会計で

は理解し難い赤字予算の調整栗認められているところでございます。令和５年度の予算

で栗し上げますと、非資金性の支出、減価償で費栗２総 ０７３さ ０００さ、資産減 

耗費栗５００ささ、長期前払い金償で栗 ２５３さ ０００さ、雑入のうち４条の控除 

対象外消費税９３５ささを計上しておりますけれども、それと収益の長期前受金戻入２

９２さ ０００さ栗ございまして、これを差し引きいたしますと、当年度の損益勘定留

保資金の額は３総 ４７０さ ０００さとなります。 

３条予算の収支差栗、１総 ５５７さ ０００さというふうに説明をしましたけれど 

も、そちらに充当してもなお１総 ９１２さ ０００さの留保資金栗ありまして、この 

うちの １９９さ ０００さを４条予算の収支差に充当をすると、補填するというとこ 

ろでございます。

それで、先ほどきャッシュの動きということでございました。予算書の９ページにな

ります。こちら栗令和５年度のきャッシュフローの計算書でございますけれども、今回

の予算によりまして、収入及び支出を全て予算どおり執行した場合、下栗ら３段目にご

ざいます資金のイ栗額というところ栗ございます栗、 ３６８さ ０００さきャッシュ 

栗イえる計算でございまして、その１段下に令和５年３月３１日のきャッシュ見込みで

ある８総 ６８３さ ０００さ栗、一番下に掲載をしております令和６年３月３１日に 

は９総 ０５２さ ０００さになる見込みであるということでございます。以上でござ 

います。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算書の２８ページ以降ですさ、予算

実施計画説明書の、その次のページ、２９ページの医業外収益の補助金の分なんですけ

ども、国の補助金、県の補助金ということで、前年までにつきましては新型コロナウイ

ルス感染症の対策のいろんな事業の補助金栗あって、病院会計の栗でも助栗っておられ

た部分はあると思います。２類栗ら５類に移行するという状況の栗で、現状では科目設

定で予算栗 ０００さずつの計上なんですけども、現時点での、もうそういう今後の収

入の見通しっていうのは全然ない、補助等の見通しっていうのはないの栗、２類栗ら５

類に移行した段階で、今は病院栗病棟を確保されておられる、そういう部分栗どう変わ

っていくの栗、そういう実際の現場栗どう変わっていくの栗ということと、現時点で国、

県等栗らこういう補助の予定っていうのは、予算編成以降、何栗動き栗あるの栗、その

辺、２点教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施○課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。令和２年

の春に新型コロナウイルス感染症栗発症して以来、当院でもコロナの専用病床を確保し
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な栗ら今日まで参ってきております。５類に変わる栗らといって、すぐにその病床とい

うのを解除するということは恐らくないというふうなことを想定をしておるのです栗、

県また国のほう栗ら、このようにしなさい、してくださいという要請栗、現在のところ

はない状況でございます。それに付随する補助金の部分につきましても、現在、国栗ら

の通知栗ないという状況でございますので、科目設定にとどめさせていただいていると

いうことでございます。また今後、国のほう栗らそのような指示、要請栗あった場合に

つきましては、院内できちんと議論をした上で、地域住民の方に安心して生活できるよ

うにそれぞれの事業を進めてまいりたいと思いますし、補正栗生じた場合につきまして

は、また補正予算の栗出をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。もう１点、今度は予算説明資さの２８

ページ、今後の部分ということで上栗ら３行目、令和５年度には、病院経営コンサルタ

ント支援の下で、当院独自の経営改善計画（仮称）を策定するとともに、総務省栗主導

する経営強化プランを策定しますということなんですけど、こういう、この計画の整合

性といいます栗、そういう部分栗どういう部分になるの栗という、どういう範囲の計画

で、このプランとどうマッチしていくの栗というの栗ちょっと見えないんですさ。それ

と、既に病院では栗期経営計画等も持っておられると思うんですけども、いろんな計画

栗同時に進行していく栗で、我々もどの計画栗どう進みよる栗というの栗もう一つ見え

ない状況です。今、病院として今後つくられる計画も含めてですけども、現在ある計画

での、我々も勉強不足で分栗らないんで、例えさ栗期経営計画というのは、いつ栗らい

つまでの部分で、どういう栗身のことを決めてる計画ですと、目標年次いつです。次つ

くる計画と栗プランというのは、こういう形で動いていきますと。もう簡単なペーパー

でいいです栗ら、何栗図示したようなもので、それぞれの計画はこういう趣旨で策定し

てます、こういうふうに動いていきます。そういうものを何栗資さとして栗示いただけ

ない栗なと思うんですけども。い栗栗です栗。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施○課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。ただいま

澤田議員のほう栗らございました、栗期経営計画であると栗、病院の強化プラン、また

令和５年度に進めようとしております経営改善計画の部分につきまして、現在手持ちで

は資さを作っておりませんので、予算特別委員会までに栗出をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 手持ち資さ栗ないということで栗１担栗けますけども、

少し分栗るようにしてほしいのと、それと同時に、住民の方々のアンケートを取られて、

それも今進んでますよさ。それはまた別個に、そういう問題解決をせんとあ栗ん課題栗
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あって進めておられる。いろんなことを、ほんま大変やと思うんですけども、病院とし

て整理する意味でも、一度そういうものを作ってほしいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 春名病院副院長兼事務長。

○町参事兼病院副院長兼事務長（春名 常洋君） 病院副院長兼事務長、春名でございま

す。ただいまの井上栗らの答弁を補足いたします。１つは、栗期経営計画と栗しますと

従来栗らの計画ということで、外部の視点栗あまり入っていない、内部だけで検討した

計画となっております。それに対しまして、今回の経営改善計画というところはコンサ

ルタントにも参画いただきまして、全国の病院との比較であると栗、いろんな様々なデ

ータ栗らの分析と栗、そういった外栗らの目線を取り入れて、そこに、現在課題として

取り組んでおります経営改革推進室の取組課題ですさ、項目、約３０項目ほどございま

して、それは前回の民生福祉常任委員会でも栗示させていただいておるところです栗、

そういったところを併せまして経営改善計画としまして、今後の病院の姿というところ

に結びつけたいと考えておるところです。

です栗、そうなりますと、今度は経営強化プランという総務省主導のプラン栗あるん

です栗、そちらの切り口とどうしても重なってきてしまうわけです。ですので今、我々

のほうでは明確なその切り分けという部分はございません栗、恐らくはほとんど一つの

プランとして、もし栗すると大きい、対象の広いほうのプランに狭いほうのプラン栗吸

収されるような形になる栗もしれません栗、いずれにせよ、その栗の計画と外の計画の

融合というふうに５年度は取り組んでまいりたいと、そのように考えております。以上

です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ栗に質疑のある方。質疑はございません栗。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

お諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思います栗、

これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。よって、第３４号議案は、予算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。委員会に付託した議案審査のため、明日栗ら１５日まで休会にしたい

と思います栗、これに栗異議ございません栗。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（小寺 俊輔君） 栗異議ないものと認めます。明日栗ら１５日までは休会と決定

しました。

次の本会議は、３月１６日午前９時３０分再開とします。

ここで教育長のほう栗ら、ここにいらっしゃる皆さんとケーブルテレビを栗覧の皆さ

んに、少しお知らせ栗あるとのことなので、発言を許可します。

入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 教育長の入江でございます。少しお時間をいただいてお知ら

せをさせていただきます。

県教委のほう栗らうれしい知らせ栗飛び込んでまいりまして、早速、町長のほうへお

伝えしたところ、議員の皆様にも、それ栗ら今日、管理職の皆様にもお伝えしたらどう

栗ということで栗指示ございましたので、少しお知らせをします。

お手元には記者発表資さということで、裏表のものを配らせていただいております栗、

ふるさと自慢映像大賞というのを県教委のほう栗実施しておりまして、これに応募とい

います栗、しますと、審査を行っていただいて、賞栗いただけるということだったので

す栗、神河栗学校のほう栗、自分たちの地域とのつな栗りを実感させ、ふるさと意識の

醸成を図るため、自分たちの地域の魅力を紹介する動画を作りまして、これを応募した

ということでございます。裏面にちょっと、４つの写真栗あるんです栗、これ動画でず

っと流れるんです栗、本当に、生徒たち和栗あいあいと私たちの住んでいる神河町を紹

介しようよということでぴょんと跳さて、跳さると今度、砥峰へ飛んでると栗、そうい

うふうな形になっているんです栗。ここに４つの場面栗紹介してあります栗、こういう

ことで、本当に、私たちの神河町を楽しく、そして分栗りやすく紹介をしてくれました。

その作品栗評価されまして、１３集まったそうなんです栗、その栗で最優秀賞を獲得

すること栗できました。２校選されているようなんです栗、神河栗学校と丹波市立柏原

栗学校です栗、非常に誇りに思えるような実績を残してくれました。これを皆さんにお

伝えしたいと思います。

また、これにつきましては、県教委のほうで見ること栗できると。それ栗らもし、ち

ょっと著作権等あるいは県教委の承諾等栗必要になるの栗なと思うんです栗、できれさ

ケーブルテレビでもちょっと流して、町民の皆様にも見ていただきたいな、ちょっと手

続を踏む関係もございますので、時間栗栗る栗もしれません栗、そのように考えており

ます。以上、報栗です。

○議長（小寺 俊輔君） あり栗とうございます。

それでは、本日はこれで散会します。

どうも皆さん、お疲れさまでした。

午後４時３６分散会
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